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はじめに 

 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「建築物衛生法」という。）が、昭

和 45 年に施行されてから 40 年が経過しました。その間、特定建築物に関して様々な状況

変化が見られています。 

当初、建築物衛生法は特定用途面積として 8,000 ㎡以上の建築物を対象としていました

が、その後、5,000 ㎡、3,000 ㎡とその対象規模を引き下げてきました。同時に建築物の

規模は建築技術の進歩とともに大規模化していき、その構造も高気密・高断熱化され、省

エネルギー対策が講じられてきました。また、衛生設備の技術的改良によって、空調機の

小型化、給水方式の多様化など、設備の面でも大きく変化してきました。 

 一方、建築物の経営管理面では、一部の建築物が経済的運用の対象になるなど、建築物

の維持管理に関する権利と責任が多様化してきました。 

近年の建築物の所有及び管理の形態の変化に伴い、特定建築物の維持管理権原を明確化

するため、平成 22 年 4 月に建築物衛生法施行規則の一部改正が行われました。これは、

建築物所有者の権利と責任を明確化させるとともに、所有者に代わって建築物に対する権

利と責任を有する者がある場合は、その正当性を書面で明示することが規定されています。 

 テナントとの契約が制約となり、管理担当者によるテナント専用部の管理業務に支障を

きたすような維持管理の実態は、維持管理権原者を明確にすることで改善されていくもの

と考えています。 

 

建築物を取り巻く状況が大きく変化している中、建築物衛生上の新たな課題に対応すべ

く、「建築物衛生法」の政省令改正が、平成 15 年 4 月 1 日に施行され、既に 7 年が経過し

ました。しかし、追加された空気調和設備に関する建築物環境衛生維持管理基準について

は、現在でも十分徹底されていないビルが見受けられます。 

 この政省令改正により、特定建築物の空気調和設備等において、中央管理方式のみなら

ず個別空調方式についても、室内空気環境を良好に保つために中央管理方式と同様に維持

管理することが規定され、シックビル症候群やレジオネラ症等の新たな健康問題に対応す

るため、空気環境の調整を行わなければならない物質として「ホルムアルデヒドの量」が

追加されるとともに、病原体によって居室内部の空気が汚染されることを防止するための

措置が規定されています。 

 そこで、今回の講習会では、指導事項となることが多い空調管理に焦点をあてて、維持

管理の徹底を図っていただきたい点などを中心に解説します。建築物環境衛生維持管理基

準について、改めてその内容を十分に御理解いただくとともに現状の維持管理方法が適切

であるかを見直すきっかけとして、今後の管理業務に御活用ください。 

 本講習会が、建築物の維持管理における一助となり、ビルを利用する多くの人の健康確

保に役立つことを願っています。 

 

平成 22 年 10 月 
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第１章   

 

 

建築物衛生法省令等の改正について 



１ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則及び 

細則の改正 

 
  平成 22 年 4 月 22 日厚生労働省令第 66 号により建築物における衛生的環境
の確保に関する法律施行規則（以下「法施行規則」という。）の一部が改正さ

れ、10 月 1 日から施行されました。  
この法施行規則改正に伴い、東京都では 9 月 28 日に建築物における衛生的

環境の確保に関する法律施行細則（以下「法施行細則」という。）を改正し、

法施行規則と同日から施行しました。  
つきましては、次の点に御留意のうえ、保健所への届出をお願いいたします。 

 
(１) 改正の概要 

ア 特定建築物の維持管理権原者 

特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理につ

いて権原を有するもの（以下「特定建築物維持管理権原者」という。）の氏

名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者

の氏名）を届出事項に追加しました。  
  イ 建築物環境衛生管理技術者 

建築物環境衛生管理技術者の届出の際、免状本証の提示及びその写しの添

付を届出書に明記しました。  
 ウ 経過措置 

   現に存する特定建築物の所有者は、施行の日から起算して 1 年以内に特定
建築物維持管理権原者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる

事務所の所在地及び代表者の氏名）を届出することになりました。  
 
(２) 保健所への届出 

ア 平成 22 年 10 月 1 日以降に特定建築物届書を提出する場合（新規届出） 
第 1 号様式の届書に施設概要として、「特定建築物維持管理権原者の氏名

及び住所」を記載した書類を添付してください。  
イ 平成 22 年 9 月 30 日以前に既に特定建築物届書を届出している場合 
附則様式に現在の「特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所」を記載し

てお届けください。全施設が対象になります。（記入例参照）  
      なお、平成 23 年 9 月 30 日までに届出をお願いいたします。  

 
  ※ 特定建築物維持管理権原者又は届出者が、所有者以外の場合 

特定建築物の所有者以外に当該特定建築物維持管理権原者がある場合、

又は、特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について

権原を有する者がある場合には、それを証する書類（ｐ .16「Q＆A」参
照）のコピーを添付していただきます。  
詳しくは、保健所又は健康安全研究センターへお問い合わせください。 
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２ 特定建築物の所有者、届出者及び維持管理権原者について 

 
  厚生労働省健康局長通知（平成 21 年 12 月 18 日健発 1218 第 2 号）に示さ
れた建築物の衛生的環境の確保に関する法律（以下「法」という。）における

特定建築物の維持管理に関する責任の所在を明確にするため、法施行規則の改

正で「特定建築物の維持管理権原者」を届け出ることになりました。  
これまで東京都では所有者及び届出者について、届出いただいているところ

ですが、特定建築物維持管理権原者の届出が追加されたことで、それぞれの意

味を明確にして届出の際の参考とするため、以下に記載いたします。  
 
(１) 特定建築物の所有者 

法第 5 条の規定により、特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物
の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者）（以

下「特定建築物所有者等」という。）が当該特定建築物に関して、法令に規定

する事項を届け出なければなりません。すなわち、届出者となることが、規定

されています。  
特定建築物の全部の管理とは、当該特定建築物の滅失・毀損を防止し、その

価値を維持し、それを利用及び改良することの全てを指すもので、権利等に基

づきこれら全てをなし得る者が、特定建築物の全部の管理について権原を有す

る者となります。  
したがって、当該特定建築物所有者から契約により特定建築物の全部の管理

の権限を与えられていなければ、特定建築物所有者等にはなり得ません。

 
(２) 特定建築物の届出者 

一般的には、特定建築物の所有者が全部の管理について権原を有している場

合、又は特定建築物の全部の管理について権原を有する者が所有者以外に存在

しない場合には、当然、所有者が届出者となります。  
よって、届出者として、所有者以外の者が届け出る場合には、所有者から当

該特定建築物の全部の管理の権限を付与する内容の契約が締結されているこ

とが必要です。  
 
(３) 特定建築物の維持管理権原者 

所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理について権原を有する者

（「特定建築物維持管理権原者」）は、法第 4 条第 1 項において、建築物環境
衛生管理基準に従い、当該特定建築物を維持管理することが義務付けられてい

ます。  
当該特定建築物を管理する権利を有する者は、その与えられた権利に基づき、

適切に維持管理することが可能であることから、実態として当該特定建築物の

維持管理の権利を有する者が特定建築物維持管理権原者となります。  
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特定建築物の所有者以外に占有者が存在する場合であっても、占有者を特

定建築物維持管理権原者として届け出るには、所有者から占有者に当該特定建

築物の維持管理に関する一切の権限を付与する内容の契約が締結されている

ことが必要です。  
 
(４) 法人代表者の氏名 

今回の法施行細則改正に伴い、特定建築物維持管理権原者の届出が義務付け

られましたが、法施行規則第 1 条の規定に「法人にあっては、その名称、主た
る事務所の所在地及び代表者の氏名」を届け出ることが規定されています。

この代表者とは、法人を代表する権限を有する法人代表者を指しています。  
これまで、法人内の業務分担により、代表権を持ち、当該特定建築物に関し

て、責任のある職にある者を代表者として届出されている場合がありましたが、

法では、法人内における業務委任規定等により特定の役職にある者に特定建築

物の全部の管理の権限を付与すること、あるいは、特定建築物の維持管理に関

する一切の権限を付与することは想定しておらず、あくまで法人間の契約行為

等を前提としています。  
したがって、今回の法施行細則改正による特定建築物維持管理権原者の届出

の際、既存の届出事項である所有者及び届出者においても、法人代表者氏名で

の届出がなされているかをご確認のうえ、必要に応じて届出内容の訂正（変更）

をされるようお願いします。  
なお、国又は地方公共団体自治体の公用又は公共の用に供する特定建築物に

ついては、国有財産法、地方自治法等の法令における権限委任に関する規定に

準じた届出とするようお願いいたします。  
 
 
《記入例》  
 「特定建築物維持管理権原者等届」  
 
【参考】  
 
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（厚生労働省令）抜粋  
 
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則（東京都規則）抜粋  
 
・厚生労働省健康局長通知（平成 21 年 12 月 18 日健発 1218 第 2 号）の写し  

 
・維持管理について権原を有することを証する書類等についてのＱ＆Ａ  
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特定建築物維持管理権原者等届の記入例 

附則様式 (附則第３項、第４項関係 ) 

 
年  月  日  

東京都知事     殿  
届出者住所  東京都新宿区西新宿２－８－１  

 
氏名  株式会社 東京 

  代表取締役 東京 太郎  
電話  ０３ (５３２１ )１１１１  

法人にあっては、その名称、主たる事務所 

の所在地及び代表者の氏名  

特 定 建 築 物 維 持 管 理 権 原 者 等 届  

 下記のとおり建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第１項及び第３項

の規定により届け出ます。 

 
記  

1 特定建築物の名称    東京都庁第４本庁舎  
 
2 特定建築物の所在場所  東京都新宿区西新宿２－８－１  
 
3 特定建築物の用途    事務所  
 
4 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を
有するものの氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代

表者の氏名）  
東京都新宿区西新宿２－８－１ 

株式会社 東京  代表取締役 東京 太郎 
 
（以下、該当がある場合のみ記入）  
5 変更事項  
      旧  
 
      新  
6 変更年月日            年  月  日  
 
7 変更理由  
 
（添付書類）  

(1)  構造設備の変更の場合は、その説明図  

(2)  建築物環境衛生管理技術者の変更に当たっては、免状本証及びその写し  

(3)  権原を有する者に係る届出に当たっては、それを証する書類  

所有者・届出者・代表者等の

変更も同時に記入できます。

押印不要  
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年  月  日  

東京都知事       殿  
届出者住所  

 
氏名  

 
電話        (        ) 

法人にあっては、その名称、主たる事務所  
の所在地及び代表者の氏名  

 
特 定 建 築 物 維 持 管 理 権 原 者 等 届  

  
下記のとおり建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第１項及び第３項

の規定により届け出ます。 

記  

1 特定建築物の名称  
 
2 特定建築物の所在場所  
 
3 特定建築物の用途  
 
4 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を
有するものの氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代

表者の氏名）  
 
 
（以下、該当がある場合のみ記入）  
5 変更事項  
      旧  
 
      新  
6 変更年月日            年  月  日  
 
7 変更理由  
 
（添付書類）  

(1) 構造設備の変更の場合は、その説明図  

(2) 建築物環境衛生管理技術者の変更に当たっては、免状本証及びその写し  

(3) 権原を有する者に係る届出に当たっては、それを証する書類  
 
建築物監視指導課受付  保健所経由印  保健所収受印  
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（厚生労働省令） 

－抜粋－ （平成22年4月22日改正） 
 
 
（特定建築物についての届出）  
第１条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律  （昭和45年法律第20号。以下「法」
という。）第５条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定による届出

は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物（法第２条第１項に規定す

る特定建築物をいう。以下同じ。）の所在場所を管轄する都道府県知事（保健所を設置す

る市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章において同じ。）に提出して行う

ものとする。  
１ 特定建築物の名称  
２ 特定建築物の所在場所  
３ 特定建築物の用途  
４ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行（昭和45年政令第304号。以下  
「令」という。）第１条各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積（建築基準法施

行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第３号に規定する床面積の合計をいう。
以下同じ。）  

５ 特定建築物の構造設備の概要  
６ 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原

を有するもの（以下「特定建築物維持管理権原者」という。）の氏名及び住所（法人

にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）  
７ 特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有

する者があるときは、当該権原を有する者）（以下「特定建築物所有者等」という。）

の氏名及び住所（法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏

名）  
８ 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号並びにその者が他の特定建築

物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあつては、当該特定建築物の名称及び所

在場所  
９ 特定建築物が使用されるに至つた年月日  

２ 法第五条第２項において準用する同条第１項の規定による届出については、前項第９

号中「特定建築物が使用される」とあるのは、「特定建築物に該当する」と読み替えるも

のとする。  
３   第１項（前項の規定により読み替える場合を含む。）の届出には、次の各号に掲げる場
合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。  
１ 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合（次号に掲げる場

合を除く。）  
当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有する

ことを証する書類  
２ 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者が

ある場合  
当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類  

４ 法第５条第３項の規定による届出は、前１項若しくは第２項の規定による届出事項に

変更があつた旨又は当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなつた旨を記載し

た届書を当該特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとす

る。この場合において、当該変更が前項各号の権原を有する者の変更を伴うときは、当

該変更後の当該各号に定める書類を添付しなければならない。  
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附  則  
（施行期日）  
第１条 この省令は、平成22年10月1日から施行する。  
（経過措置）  
第２条 この省令の施行の際現に存する特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築

物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者）は、この

省令の施行の日から起算して１年以内に、この省令による改正後の建築物における衛生

的環境の確保に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第１条第１項第６号に掲

げる事項を都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長）

に届け出なければならない。この場合において、新規則第１条第３項各号に掲げる場合

に該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。  
 
 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則（東京都規則） 

－抜粋－ （平成22年9月28日改正） 
 
（特定建築物届）  
第２条 法第２条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、

別記第１号様式に別表に掲げる事項を記載した書類を添付して行なうものとする。  
別表（第２条関係）  
第１ 特定建築物の名称、所有者等に係る事項  
１ 特定建築物の名称、所在場所、電話番号及び令第１条各号に掲げる用途（以下「特

定用途」という。）  
２ 特定建築物の所有者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の

所在地及び代表者の氏名）  
３ 届出者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代

表者の氏名）  
４ 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原

を有するものの氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及

び代表者の氏名） 

第２ 建築物環境衛生管理技術者に係る事項  
 １ 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号  
 ２ １の項の建築物環境衛生管理技術者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者

である場合にあっては、当該特定建築物の名称及び所在場所  
第３ 特定建築物の構造設備の概要  
 １ 建築に係る事項  
  (1) 建築年月日 

  (2) 特定建築物が使用されるに至った年月日 

 (3) 建築面積 

 (4) 延べ建築面積 

 (5) 特定用途に供される部分の面積 

 (6) 階高 

 ２ 空気調和設備に係る事項  
  (1) 主な空気調和方式 

  (2) 全熱交換器の有無 

 (3) フィルタの種類 

 (4) 加湿装置の方式及び使用水の別 

 (5) 冷却塔の種類、台数及び使用水の別 
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３ 給水設備（飲料水）に係る事項  
  (1) 水源の種別 

  (2) 専用水道の有無 

 (3) 給水の方式 

 (4) 受水槽及び高置水槽の有効容量、構造、内装及び設置場所 

  (5) 給水管の材質 

 (6) 防錆剤使用の有無 

 (7) 塩素滅菌器の有無  
４ 給湯設備（飲料水）に係る事項  

  (1) 給湯の方式 

  (2) 貯湯槽、循環ポンプ及び塩素滅菌器の有無 

 (3) 給湯管の材質 

 (4) 給湯水の用途 

５ 雑用水設備に係る事項  
  (1) 雑用水槽の数、総容量及び設置場所 

  (2) 原水の種類及びし尿含有の有無 

 (3) 雑用水の用途 

 (4) 塩素滅菌器の型式  
６ 排水設備に係る事項  

  (1) 雑排水槽の数、総容量及び設置場所 

  (2) 雑排水槽への厨房排水流入の有無 

 (3) 雑排水槽のばっ気、かくはん装置設置の有無 

 (4) 汚水槽の数、総容量及び設置場所 

(5)  汚水槽のばっ気、かくはん装置設置の有無 

(6) 浄化槽の有無及び規模 

７ 清掃に係る事項  
  (1) 廃棄物集積場所の面積及び設置場所 

 
附 則 

１ この規則は、平成22年10月1日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の建築物の衛生的環境の確保に関する

法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使

用することができる。 

３ この規則の施行の際、現に存する特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築

物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者）は、こ

の規則の施行の日から起算して１年以内に、この規則による改正後の建築物における

衛生的環境の確保に関する法律施行細則別表第１の部４の項に掲げる事項を別記附則

様式により知事に届け出なければならない。この場合において、建築物における衛生

的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成22年厚生労働省令第

66号）による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第１条

第３項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければ

ならない。 

４ 前項の場合において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第３項

の規定による変更の届出を同時に行うときは、第３条の規定にかかわらず、別記附則

様式を使用することができる。 
- 追  - 



○写  
健発１ ２１ ８第 ２号 

平成２１年１２月１８日 

都道府県知事 

各 政令市 市長 殿 

特別区 区長 

厚生労働省健康局長 

 

特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について 

 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号。以下

「法」という。）第４条第１項等に規定する特定建築物の維持管理について権原を有

する者等については、近年の建築物の所有及び管理の形態の変化等に伴い、その解釈

について疑義が生じている向きがある。ついては、今般、下記のとおりその解釈を整

理したので、貴職におかれては、御留意の上、関係者に対し適切な指導を行うととも

に、法の円滑な施行につき御配慮をお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の

規定に基づく技術的助言である。 

 

記 

 

第１ 特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈 

１ 法第４条第１項等に規定する維持管理の権原に関する考え方 

（１）基本的な考え方 

所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理について権原を有するも

の（以下「特定建築物維持管理権原者」という。）については、法第４条第１

項において、政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」という。）

に従い、当該特定建築物を維持管理することが義務付けられているが、当該義

務を負う者としては、所有者、占有者、法令の規定により当該特定建築物を管

理する権利（又は権限。以下同じ。）を有する者等が考えられる。 

同項の規定は、所有者、占有者、法令に基づき管理をする権利を有する者等

が、所有権、占有権、法令の規定により与えられた権利等に基づき、特定建築

物を適切に維持管理することが可能であることから、所有者及び占有者をはじ

めとしてこれらの者の中から実態として当該特定建築物の維持管理の権利等を

有する者に、当該権利等を権原として、特定建築物を維持管理することを義務

付けているものである。 

ただし、これらの者以外の者で私法上の契約等により特定建築物を維持管理

する権限を付与されたものについても、当該権限が維持管理についての権原と
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なる場合においては、同項の義務を負うことがある。すなわち、所有権等の権

利等を有することのみをもって同項の義務を負うものではなく、実態として適

切に特定建築物を維持管理することが可能であることをもって同項の義務を負

うこととなる。したがって、一般的に、特定建築物の所有者は、当該特定建築

物の管理行為の権利を有するため、当該特定建築物を維持管理することが可能

であるが、私法上の契約等により占有者等相手方に維持管理の権限を全て与え

ている場合等については、当該権限及び占有者等が有する占有権等の権利を権

原として占有者等が特定建築物維持管理権原者となることがある。 

貴職におかれては、個々の特定建築物において、最も適切に特定建築物を維

持管理することが可能な特定建築物維持管理権原者を把握し、当該者が法に基

づき適切に維持管理するよう指導されたい。 

なお、法第４条第１項の義務を負う特定建築物維持管理権原者は、通常、特

定建築物ごとに一に定まるが、所有及び管理の形態等によって、一の特定建築

物に複数存在することがある。 

 

（２）所有者、占有者以外の者で特定建築物の維持管理について権原を有するも

のの考え方 

所有者、占有者以外の者で特定建築物の維持管理について権原を有する可能

性のあるものとして、前述のとおり、法令に基づき当該特定建築物の管理をす

る権利を有する者のほか、所有者、占有者又は法令に基づき当該特定建築物の

管理をする権利を有する者（以下この号において「所有者等」という。）との

私法上の契約等により維持管理の権限を与えられた者が、その権限の範囲によ

り、特定建築物維持管理権原者となることがある。しかしながら、契約等の形

態は多様であり、所有者等が相手方に与える権限の範囲も当事者間の契約等の

内容によって異なるため、これを一律に判断することは困難である。一方、維

持管理の権限を与えられた者が特定建築物維持管理権原者となるには、特定建

築物維持管理権原者が、法第４条第１項の規定に基づき建築物環境衛生管理基

準に従い維持管理すること、法第６条第２項の規定に基づき建築物環境衛生管

理技術者からの意見の申出を尊重し維持管理すること、法第１２条の規定に基

づき都道府県知事等が発出する維持管理の方法の改善命令等に従うこと等の義

務を負うことにかんがみ、所有者等からこれらの義務を履行するために必要な

一切の権限を与えられ、自らの判断と責任に基づき特定建築物を維持管理する

ことが必須の要件となる。 

したがって、例えば、所有者等から特定建築物の清掃の業務を受託した清掃

業者は、所有者等の指示又は当事者間の契約の規定の範囲において清掃の業務

を行うことは可能であるが、一般的に、特定建築物の維持管理について法の規

定に基づく義務の履行に必要な権限を有しないため、特定建築物維持管理権原

者に該当しない。 

一方、例えば、所有者等から特定建築物を維持管理する権限を与えられた者

が、維持管理業者等と契約し、維持管理業務の状況を報告させ、その妥当性を
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判断し、占有者及び維持管理業者等関係者に対し維持管理について必要な指示

をすることとされているなど、自らの判断と責任に基づき維持管理を行うため

に必要な一切の事項を決定する権限を有する場合は、一般的に、当該者を特定

建築物維持管理権原者と判断することが適当である。 

 

２ 所有者以外の占有者が特定建築物維持管理権原者となる場合について 

（１）基本的な考え方 

特定建築物の所有者以外に占有者が存在する場合であっても、民法（明 

治２９年法律第８９号）第２０６条において、所有者は、法令の制限内におい

て、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有することとされて

おり、法令に基づく制限又は私法上の契約による相手方への権限の付与等がな

ければ、当該特定建築物の全部の管理について権原を有することから、当該所

有者を特定建築物維持管理権原者と判断することが適当である。また、賃貸借

契約等により、特定建築物を所有者が維持管理すること又は当該所有者の指示

に従って占有者が維持管理することが明示されている場合についても、一般的

に、当該所有者が特定建築物維持管理権原者となる。 

 

（２）所有者以外の占有者が特定建築物維持管理権原者となる場合 

所有者以外の占有者が共用部分を含め特定建築物全てを占有しており、かつ、

私法上の契約により所有者から維持管理について一切の権限を与えられている

場合は、原則として当該占有者が特定建築物維持管理権原者となる。一方、同

様の条件下で、一の特定建築物に区域を異にして占有者が複数存在し、かつ、

共用部分を含めた特定建築物全体の維持管理の権限が当該占有者間で明確化さ

れている場合は、当該占有者各々が特定建築物維持管理権原者となることがあ

る。 

 

（３）所有者及び占有者が異なる区域の維持管理について権原を有する場合 

所有者及び所有者以外の占有者が、区域を異にして維持管理の権原を有して

いる場合において、当該占有者を特定建築物維持管理権原者として維持管理さ

せなければ支障が生じる場合については、当該所有者及び当該占有者を共に特

定建築物維持管理権原者と判断することが適当である。一方、所有者が占有者

等に維持管理の権限の一部を与えたものの、引き続き当該所有者が維持管理の

権利を有し、その指示等をする場合においては、一般的に、当該所有者が特定

建築物維持管理権原者となる。 

 

３ 所有者、占有者以外の者が特定建築物維持管理権原者となる場合について 

所有者、占有者以外の者が特定建築物維持管理権原者と考えられる場合におい

ては、１（２）の考え方を基本として、別記を参考としつつ、個々の特定建築物

の実情にかんがみ、貴職において適切に把握されたい。 
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第２ 特定建築物の全部の管理について権原を有する者の解釈 

法第５条第１項の規定に基づき、特定建築物の所有者又は全部の管理について権

原を有する者（以下「特定建築物所有者等」という。）は、都道府県知事等に特定

建築物の所在場所等について届け出なければならないこととされており、従来より

主として所有者がこの義務を負ってきたところであるが、特定建築物の全部の管理

とは、当該特定建築物の滅失・毀損を防止し、その価値を維持し、それを利用及び

改良することの全てを指すものであり、権利等に基づきこれら全てをなし得る者が

特定建築物の全部の管理について権原を有する者となる。 

したがって、例えば、占有者が特定建築物全体を賃借し、かつ、当該特定建築物

の全部の管理の権限を所有者から与えられている場合は、当該占有者が、また、信

託法（平成１８年法律第１０８号）の規定に基づき特定建築物が信託された場合に、

信託行為により当該信託の受託者の有する権限が制限され、かつ、当該信託の受益

者が当該特定建築物の全部の管理の権限を有する場合は、当該受益者が、それぞれ

特定建築物所有者等となることがある。 

また、破産法（平成１６年法律第７５号）第７４条の規定により破産管財人に選

任された者等法令に基づき特定建築物を管理する権利を有する者が存在する場合は、

原則として、当該権利を有する者を特定建築物所有者等と判断することが適当であ

る。 

ただし、特定建築物の所有者が全部の管理について権原を有している場合又は特

定建築物の全部の管理について権原を有する者が存在しない場合は、当然当該所有

者が届け出ることとなる。 

また、特定建築物の全部の管理について権原を有する者は、法第４条第１項の規

定に基づき特定建築物を建築物環境衛生管理基準に従って適切に維持管理すること

が可能であり、維持管理についての権原も有するため、特定建築物維持管理権原者

となるが、全部の管理について権原を有する者が存在しない場合においては、第１

で述べたとおり、所有者と特定建築物維持管理権原者が一致しないことがある。 

なお、特定建築物所有者等は、法第５条第１項の規定に基づく届出以外に、法第

６条第１項の規定に基づく建築物環境衛生管理技術者の選任、法第１０条の規定に

基づく帳簿書類の保存、法第１１条の規定に基づく立入検査への対応の義務を負う

が、全部の管理について権原を有する者は、当然これらの義務を履行することが可

能な者であるため、当該者が当該規定に基づく義務を履行する者である。 

 

第３ その他 

第１の解釈は、法第４条第３項の特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、

又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権

原を有するものの解釈について準用することとする。 
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別記 

１．破産法の規定に基づく破産管財人や会社更生法の規定に基づく保全管理人が存在

する場合 

破産法（平成１６年法律第７５号）第７４条の規定により破産管財人に選任され

た者、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第３０条第２項の規定により保全

管理人に選任された者及び同法第６７条の規定により管財人に選任された者（以下

「破産管財人等」という。）は、特定建築物の管理及び処分をする権利を有してい

ることから、当該特定建築物の維持管理についての権原も有することとなる。した

がって、所有者が特定建築物を管理せず、かつ、破産管財人等が実際に当該特定建

築物を維持管理する場合は、破産管財人等を当該特定建築物の維持管理について権

原を有する者と判断することが適当である。 

また、破産法及び会社更生法以外の法令の規定に基づき、管理及び処分の権利を

有することとされている者が特定建築物の管理を行う場合においても、原則として

上記の考え方に基づき判断する。 

 

２．特定建築物が信託法に基づき信託されている場合 

信託法（平成１８年法律第１０８号）の規定に基づく信託の受託者は、同法第２

６条の規定により、信託財産の管理及び処分の権限を有するため、原則として当該

受託者が特定建築物維持管理権原者となるが、信託行為により当該受託者の権限が

制限され、かつ、当該信託の受益者が必要な維持管理の権限を有している場合にお

いては、当該受益者が特定建築物維持管理権原者となることがある。 

 

３．資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、特

定建築物を所有する特定目的会社又は投資法人がその維持管理に係る業務を委託

している場合 

一般的に、所有者である特定目的会社又は投資法人が特定建築物維持管理権原者

となるが、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２００条第

３項又は投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第１９

８条第１項の規定に基づき特定建築物の維持管理に関する業務を受託した者が必

要な維持管理の権限を有する場合は、当該受託者が特定建築物維持管理権原者とな

ることがある。 

 

４．資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、信

託された特定建築物の受益権を特定目的会社又は投資法人が有する場合 

上記２の考え方に準ずる。 

 

５．資産の流動化に関する法律の規定に基づく特定目的信託の特定資産として特定建

築物が信託されている場合 

資産の流動化に関する法律第２３０条第１号の規定により、信託の受益者は、特

定資産の管理及び処分について、受託信託会社等に指図を行うことができないこと
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とされている。したがって、信託法第２６条の規定により、信託を受託した当該受

託信託会社等が管理及び処分の権限を有するため、原則として当該受託信託会社等

が特定建築物維持管理権原者となる。 

 

６．特定建築物の信託受益権を有限会社又は合同会社が有する場合（商法（明治３２

年法律第４８号）第５３５条に規定する匿名組合契約を利用し資産の流動化を図る

場合） 

上記２の考え方に準ずる。 

 

７．特定建築物が建物の区分所有等に関する法律に基づき区分所有されている場合 

建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）の規定に基づき区分

所有されている場合、一般的に、区分所有者各々が特定建築物維持管理権原者とな

るが、例えば、同法第４７条第２項に規定する管理組合法人を設立しており、当該

管理組合法人が必要な維持管理の権限を有する場合は、当該管理組合法人が区分所

有者に代わり特定建築物維持管理権原者となることがある。 

 

８．民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律に基づく選定事業者が

存在する場合 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律（平成１１年法律第１

０７号）第６条の規定に基づき特定事業が選定され、同法第７条の規定に基づく選

定事業者が存在する場合、当該選定事業者の業務及び権限の範囲が個々の選定事業

により異なるが、公共施設等の管理者等との協定や契約等により必要な維持管理の

権限を与えられた選定事業者については、特定建築物維持管理権原者となることが

ある。なお、当該選定事業者が所有権を有する期間においては、一般的に、当該選

定事業者が特定建築物維持管理権原者となる。 

 

９．地方公共団体の所有する建築物で、地方自治法に基づく指定管理者が存在する場    

  合 

地方公共団体の所有する特定建築物については、一般的に、地方公共団体の長又

は管理を委任された者が特定建築物維持管理権原者となるが、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２の規定に基づき公共施設の管理を指定管理者に

行わせている場合であって、条例や協定等に基づき指定管理者が必要な維持管理の

権限を有する場合は、当該指定管理者が特定建築物維持管理権原者となることがあ

る。 
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維持管理権原等を有することを証する書類についてのＱ＆Ａ 

１ 維持管理について権原を有することを証する書類 

Ｑ１ 所有者以外の者が、特定建築物の維持管理について権原を有する場合には、それ

を証する書類としてはどのようなものがあるか。 

 

Ａ１ 特に法令や契約による権利・権限の変動がなければ、所有者の有する権利に基づき、

特定建築物維持管理権原者（特定建築物の維持管理について権原を有する者）は所有

者となるため、所有者以外の者が当該権原を有する場合には、その根拠を示す書類と

して、次のような内容が記載された契約書の写しを届書に添付します。 

特定建築物の所有者以外の者が契約に基づき所有者から権利・権限を付与（委譲）

され、当該者が当該特定建築物の維持管理についての権原を有する場合 

根拠となる書類は、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書の抜粋となる。 

 

 契約書の例（所有者（甲）が、受託者（乙）に業務を委託する場合 

第○条 乙は甲に代わって、本物件に関し下記に掲げる業務を行う。 

・○○に関する業務 

・△△に関する業務 

・維持管理に関する業務※１ 

･ 

･ 

･ 

第△条 乙は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する維持管理

について権原を有する者として、特定建築物である本物件の維持管理に関し、同

法の規定により課せられる義務を履行するために必要な全ての権利（権限）を有

し、当該義務を履行するために必要と認められる行為については、甲の承認を得

ずに行うことができるものとする※２。ただし、法令により当該権利が（権限）を

制限される場合は、この限りではない※３。 

 

※１ 特定建築物の維持管理の業務を行っていること（維持管理業者等に実際の作業 

を委託する場合を含む。）。また、当該業務には、建築物環境衛生管理基準に従っ 

て行う当該特定建築物の維持管理の全てが含まれること。 

※２ 受託者が自らの判断に基づき維持管理を行うことが可能であることが明記され 

ている必要がある。 

※３ 乙が特定建築物維持管理権原者として届出されている場合において、法令によ 

り乙の有する権利（権限）が制限され、第三者が当該権利（権限）を有すること 

となった場合、特定建築物所有者等は、法の規定により、１ヶ月以内に当該者を 

特定建築物維持管理権原者として都知事（保健所長）に届け出る必要がある。 
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Ｑ２ 契約により所有者以外の者が、特定建築物維持管理権原者となっている場合にお

いて、当該契約が失効した時にはどうなるのか。 

 

Ａ２ 契約により、所有者以外の者で特定建築物維持管理権原者となった者が存在する場

合において、当該契約が失効した際は、一義的には法令に基づく権利・権限関係から

判断されます。 

この場合、特定建築物所有者等（特定建築物の所有者又は所有者以外の者で当該特

定建築物の全部の管理について権原を有する者）は、契約失効後の特定建築物維持管

理権原者について、法の規定に基づき、１ヶ月以内に都知事（保健所長）に届け出る

必要があります。 

 

２ 全部の管理について権原を有することを証する書類 

Ｑ３ 所有者以外の者が、特定建築物の全部の管理について権原を有する場合には、そ

れを証する書類としてはどのようなものがあるか。 

 

Ａ３ 特に法令や契約による権利・権限の変動がなければ、所有者の有する権利に基づき、

特定建築物の全部の管理について権原を有する者は所有者となるため、所有者以外の

者が当該権原を有する場合には、その根拠を示す書類として、次のような内容が記載

された契約書の写しを届書に添付します。 

特定建築物の所有者以外の者が契約に基づき所有者から権利・権限を付与（委譲）

され、当該者が当該特定建築物の全部の管理についての権原を有する場合 

根拠となる書類は、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書の抜粋となる。 

 

 契約書の例（所有者（甲）が、受託者（乙）に業務を委託する場合 

第○条 乙は甲に代わって、本物件に関し下記に掲げる業務を行う※１。 

・設備の更新等修繕に関する業務 

・維持管理に関する業務※２
 

・賃貸借契約に関する業務 

・設備の改良に関する業務 
              ･ 

       ･ 

              ･ 

・その他本物件の係る管理行為の全部 
･ 

･ 

･ 

第△条 乙は、本物件の管理に関し、これに関連する行為に必要な全ての権利（権

限）を有し、当該行為のため必要と認められる行為については、甲の承認を得ず

に行うことができるものとする※３。ただし、法令により当該権利が（権限）を制

限される場合は、この限りではない※４。 
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※１ 管理行為（保存行為、利用行為、改良行為）の全ての業務を行なうこと。 

※２ 特定建築物の維持管理の業務を行っていること（維持管理業者等に実際の作業 

を委託する場合を含む。）。また、当該業務には、建築物環境衛生管理基準に従っ 

て行う当該特定建築物の維持管理の全てが含まれること。 

※３ 建築物環境衛生管理基準に従って行う当該特定建築物の維持管理の全てが含ま 

れること。受託者が自らの判断に基づき全ての管理行為を為し得ることが可能で 

あることが明記されている必要がある。 

※４ 乙が特定建築物の全部の管理について権原を有する者として届出されている場 

合において、法令により乙の有する権利（権限）が制限され、第三者が当該権利 

（権限）を有することとなった場合、当該者は、法の規定により、１ヶ月以内に 

自身を特定建築物所有者等として都知事（保健所長）に届け出る必要がある。 

 

Ｑ４ 契約により所有者以外の者で特定建築物所有者等が存在する特定建築物におい

て、当該契約が失効した時にはどうなるのか。 

 

Ａ４ 契約により、所有者以外の者で特定建築物所有者等となった者が存在する場合にお

いて、当該契約が失効した際は、一義的には法令に基づく権利・権限関係から判断さ

れることとなり、契約の失効後に特定建築物所有者等となった者は、法の規定に基づ

き、自身が特定建築物所有者等であることを１ヶ月以内に都知事（保健所長）に届け

出る必要があります。 
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第２章   

 

 

空気調和設備の管理について 



１ 空調管理における備え付け帳簿書類の整備状況の推移 

平成 14 年に建築物衛生法施行令及び同施行規則が改正され、平成 15 年 4 月に施行され

ました。それに伴い、空気調和設備及び機械換気設備の維持管理基準の見直しが行われた

ため、「中央管理方式の限定解除」、「ホルムアルデヒドの量の建築物環境衛生管理基準への

追加」、「レジオネラ属菌等の病原体による汚染の防止対策の強化」の項目が追加されまし

た。 

平成 9 年度から平成 21 年度までの 13 年間に、東京都が実施した立入検査のうち、備え

付け帳簿書類検査における不適率についての推移を図 1 に示します。空調管理については、

平成 14 年度までは、不適率 10%前後で推移していましたが、平成 15 年度に建築物環境衛

生管理基準が追加され、大幅に増加していることが分かります。平成 19 年度には 6 割を

超え、平成 20 年度、21 年度は多少減少しましたが、いまだ、立入検査を実施した施設の

4 割以上が不適という結果になっています。 
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図１　立入検査帳簿書類不適率

％

年度

 

２ 空調管理の各検査項目における不適率の推移 

 平成 13 年度から平成 21 年度までの 9 年間に実施した、立入検査時の帳簿書類検査のう

ち、空調管理の各項目での不適率の推移を図２に示します。平成 15 年度より義務付けら

れた加湿装置及び排水受けの点検･清掃、冷却塔・冷却水管の清掃については、特に注意が

必要です。以下、各項目について解説します。 

 

(１) 空気環境測定の実施 

最も高かったのは、平成 19 年度の不適率 5.5％でした。それ以外の年については２％

前後で推移しており、空気環境測定は、良好に実施されています。 

 

(２) 空気環境測定方法 

  不適率は 2％前後で推移しており、法令で定められた方法での測定が徹底されていま

す。 
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(３) 空気環境測定結果（温度、湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉じん、

ホルムアルデヒド） 

  平成 15 年度以降、徐々に増加し、平成 19 年度の不適率 22.9%をピークとして、平成

20 年度には不適率 8.0%と減少しましたが、平成 21 年度には 15.2%と再び増加していま

す。 

 

(４) 空気環境不適時の改善計画 

  この項目については、「空気環境測定結果」で不適となった施設が該当する項目となっ

ています。平成 18 年度まで、不適率 30%から 50%台で推移していましたが、平成 19

年度には不適率 20.8%、平成 20 年度は不適率 15.0%と減少しました。しかし、平成 21

年度には再び増加に転じ、空気環境測定結果で不適となった施設のうち、半数以上で問

題解決のための改善計画が立てられていないという結果になっています。 

 

(５) 排水受け・加湿装置等の点検・清掃 

  平成 15 年度に追加された項目です。平成 19 年度に不適率 40.9%と最大の不適率にな

りましたが、平成 20 年度には不適率 22.3%と減少しました。しかし、平成 21 年度には

再び増加に転じています。 

 

 (６) 冷却塔・冷却水管の点検・清掃 

  この項目も、平成 15 年度に追加された項目です。平成 20 年度までは、同じく平成

15 年度に追加された「排水受け・加湿装置等の点検･清掃」よりも、高い不適率で推移

していることが分かります。平成 18 年の不適率 50.7%を最大とし、その後、不適率は

減少傾向にあります。 

図2　空調管理項目別不適率
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３ 空調管理における指導事項と適切な管理方法 

 建築物衛生法第 11 条に基づき、東京都福祉保健局では特定建築物の立入検査や書類審査

の際に指導を行った場合には、指導事項に対する改善状況(方法)について報告を求めてい

ます。 

 指導事項(不適)となるのは、立入検査時にお渡しする「特定建築物立入検査指導票」

(p.128)で検査結果が不備・不良（レ）であった場合です。 

ここでは、立入検査時に「特定建築物立入検査指導票」に基づき行う帳簿書類の検査項

目のうち、空調管理の項目 No.2 から No.7(p.129)で指導事項(不適)となる場合を例示し、

各検査項目に関する適切な管理方法などについて解説します。 

 

（１） 空気環境測定の実施について 

【No.2】 

空気環境を定期的に測定していること。 

  ア 指導事項(不適)となる場合 

   ○ 2 か月以内ごとに測定していない。 

○ 必要な測定項目（温度、湿度、気流、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、浮遊

粉じん）を一部でも行っていない。 

○ ホルムアルデヒドを測定していない 

   なお、対象となる空調設備等が無い場合は、この項目は該当しません。 

 

  イ 適切な管理方法 

  空気環境が建築物環境衛生管理基準に従い、維持管理されているかを確認するため、

2 か月以内に 1 回、空気環境測定を行うことが定められています。 

平成 15 年度に政省令改正が施行され、特定建築物の建築や大規模な修繕・模様替

えを実施した場合には、使用開始日以降の最初の 6 月 1 日から 9 月 30 日までの間に

1 回、特定用途部分について各階ごとに１か所、「ホルムアルデヒドの量」について空

気環境測定を実施することになりました。 

  また、竣工後や大規模改修で空調設備等を更新した場合の空気環境測定については、

空調管理の状況を把握するために、1 月に 1 回測定を実施することが望まれます。 

  

（２） 空気環境測定方法について 

【No.3】 

空気環境の測定方法が適切であること。〈回数・場所・測定器等〉 

  ア 指導事項(不適)となる場合 

   ○ 測定結果書を作成・保管していない。 

   ○ 回数、場所、測定器等が適当でない。 
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イ 適切な管理方法 

(ア) 測定場所について 

空気環境測定の場所については、できるだけ人数の多い居室（負荷の高い場所）

を選定し、測定してください。基本的には、特定建築物の主用途に使用している場

所での測定が必要です。例えば、学校で教室を全く測定していない場合や、ホテル

等で客室を全く測定していない場合などは、不適となります。 

また、測定点は原則として各階ごとに１か所以上ですが、ビルの規模や空調方式、

室内の使用実態等に応じて測定点数を調整する必要があります。空調系統や居室の

仕切りなどにも配慮し、実態が正確に捉えられるような測定を実施してください。 

外気の測定は、居室を測定する前に行い、外気取入口付近(屋上など）で測定して

ください。その際、高速道路からの排気ガスや居室からの排気などの影響のない場

所を選ぶようにしてください。 

測定記録には、測定値のほかに外気条件、天候、在室人員、概評、測定値のグラ

フ、測定器名を併せて記載してください。 

 

(イ) 測定器について 

測定器については、建築物衛生法施行規則第３条の２に規定されている測定器、

もしくは、これと同程度以上の性能を有する測定器で測定してください。 

  また、粉じん計については、較正が法令で定められているため、定期的に機器の

較正を実施してください。その他の機器については、法令で定められてはいません

が、定期的に機器の較正や調整を行うことが必要です(定期的に調整しないと測定値

の信頼性がなくなります）。実際によくある例で、外気の二酸化炭素濃度をデジタル

式で測定した場合、測定結果が 350ppm 以下で記載されているものがありますが、

東京の場合、現在の外気の二酸化炭素濃度は、最低でも 380ppm 以上あるため（場

所によっては 450ppm を超えることも珍しくない)、機器の較正が必要です。 

また、検知管法では、エア漏れが原因で低い値が出ることが多くあるので、逆止

弁や気体採取器本体のシール状態を定期的に確認してください。 

 

(３) 空気環境測定の結果について 

【No.4】 

空気環境が基準に適合していること(温度、湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、

粉じん、ホルムアルデヒド）。 

  ア 指導事項(不適)となる場合 

   ○ 空気環境が不適な場所があり、かつ不良の程度が著しい。 

○ ホルムアルデヒドが基準を超えている。 

   なお、対象となる空調設備等が無い場合は、この項目は該当しません。 

  

イ 適切な管理方法 

  空気環境測定の意義は、空気調和機が正しく機能しているか確認することです。す

なわち、温湿度調整、換気や除じんが適正に行われていることを測定値から読み取る
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ことが重要になります。 

  そこで、「建築物環境衛生基準」に適合しない場合の対応方法を示します。 

 

(ア) 温度 

  ・ 設定温度を確認します。特に、温度調節コントローラが居室内にあり、居室を

使用し利用する人が自由に設定を変更することができる場合、空気環境測定と同

時に設定温度を確認する必要があります。その結果、居室内の温度が設定温度と

明らかに異なるのであれば、センサーの設置位置や故障が考えられます。 

  ・ コイルの状態を確認します。コイルが汚れている場合は、空気の接触面積が減

るため、十分な温度調整効果が得られません。 

  ・ 温度計を周囲の環境に十分馴染ませてから、測定します。夏の暑い時期や冬の

寒い時期等、外気と居室内の温度差が激しいとき、外気測定後室内の測定を行う

と外気の影響が残ってしまい、現在の測定ポイントの温度を正しく計測しないの

で注意が必要です。 

 

(イ) 相対湿度 

  ・ 加湿装置作動の状況を確認します。計装によっては、暖房モードでしか加湿装

置が作動しない場合もあります。最近では、パソコン等の OA機器の普及により、

居室内の熱負荷が高いため、冬期でも暖房を要求しない居室もあります。このと

き、暖房モードでしか加湿装置が作動しなければ、低湿となってします。そこで、

計装を見直し、送風モード等でも加湿装置が作動するように改善します。 

  ・ 設定温度を確認します。特に、冬期は室内温度が高すぎると、相対湿度は低下

します。夏期は、省エネルギーやクールビズの普及により、設定温度を高くする

傾向にあります。この場合、十分な除湿が行えないことがありますので注意が必

要です。 

 

(ウ) 気流 

・ 吹出口が適切か確認します。気流を嫌って吹出口を塞いでいる居室を見受けま

す。吹出口を塞いでしまうと、そこから吹出すべき空気が、別の吹出口から送風

されることがあるため、その場所で強い気流となります。このような場合は、吹

出口を塞がず気流を分散させる方法を選択してください。 

・ 扇風機等が稼動していないか確認します。そこで、扇風機等の影響を受けない

ように測定する必要があります。 

  ・ 測定中に機器の側を常に人が通っていると人の移動による気流が発生します。

測定場所を適切な場所に変える必要があります。 

 

(エ) 二酸化炭素 

・ 空調機は運転されているか確認します。外気が導入されなければ、換気の効果

は得られません。特に、換気装置と温度調整装置が独立し、それぞれを制御でき

る場合は、換気装置が運転されているか確認してください。 
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・ フィルターの目詰まりを確認します。フィルターに目詰まりが発生していると

風量が低下し、導入される外気の量が設計値を下回り、換気の効果が得られなく

なります。 

・ ダンパーを確認します。外気ダンパー等の開度を必要以上に絞っていたり、何

らかの原因で閉まっていることがあります。 

・ 設計風量が確保されているか確認します。東京都では、空調機の能力を設計す

る際の必要外気量として、例えば事務所用途であれば、25(m3/h･人)となるよう指

導しています。つまり、25(m3/h･人)×人員(人)を計算し、設計風量と比較し少な

ければ、導入される外気量が不足しているといえます。 

・ 人員の過密度調査を行います。東京都では、空調機の能力を設計する際、例え

ば事務所用途であれば、5(m2/人)となるように指導しています。この値より小さ

ければ人員過密となり、外気量が不足しているといえます。 

・ 外気取入口の位置を確認します。隣接ビルの排気の影響を受ける場所に設置さ

れている場合は、その影響を受けないようにようにする必要があります。 

 

(オ) 一酸化炭素 

・ 建築物内に発生源がないか確認します。発生源として、不完全燃焼や喫煙等が

考えられます。 

・ 外気取入口の位置を確認します。外気取入口が自動車の往来が激しい場所等の

一酸化炭素の発生源近くにある場合は、その影響を受けることがあります。 

 

(カ) 浮遊粉じん 

・ フィルターの性能を確認します。室内に発じんがあるにもかかわらず、除じん

の機能を持たなければ、基準値を満足させることはできません。 

・ 発じん対策を確認します。室内の発じん原因の主なものは喫煙に由来します。

そこで、喫煙対策を行うことが重要です。単に喫煙場所を確保するだけではなく、

独立した区画とし、適切な排気設備を設けます。喫煙室内の空気は居室系の還気

として使用しないでください。また、喫煙室に前室を設けると、分煙効果が高ま

ります。 

 

（キ） ホルムアルデヒド 

・ 換気が適切に行われているか確認します。濃度を低減させるには、換気が重要

な役割を果たします。ホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆であったとしても、

放散量がゼロということではありません。したがって、換気を行わなければ室内

に蓄積されてしまいますので注意が必要です。 

・ 使用されている材料を調べます。適正な換気を行っても、測定値が基準値を満

足されない場合は、相当な濃度で揮発していると考えられます。そこで、発生の

原因となるものを排除しなければなりません。特に、後から持ち込んだ家具や什

器等に、十分な対策が採られていることを確認し、必要に応じて適切な措置を講

じることが必要となります。 
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(４) 空気環境測定結果が不適であった場合の改善計画について 

【No.5】 

空気環境が常に不適な場所について、改善の計画があること。 

ア 指導事項(不適)となる場合 

   ○ 空気環境が常に不適な場所について、改善の計画がない。 

 

イ 適切な管理方法 

  空気環境が常に不適な場所については、改善に向け原因を究明し、対策を講じなけ

ればなりません。対策を講じるときに、費用が発生することもあり得ます。そこで、

改善に向けた計画を立案し、実行していかなければなりません。費用が工面できない

という理由で不適な場所を長期間放置することは、使用し利用する人々の健康に悪影

響を及ぼす可能性があるので、避ける必要があります。 

 

(５) 空気調和機の点検・清掃等について 

【No.6】 

フィルタ・冷温水コイル・排水受け・加湿減湿装置・送風機・自動制御装置等の点

検・清掃等を行っていること。 

ア 不適となる場合 

 ○ 点検・整備の記録を作成・保管していない。 

   ○ 加湿装置・空調排水受けの点検・整備を 1 月以内ごとに 1 回実施していない。 

   ○ 加湿装置の清掃を 1 年以内ごとに 1 回実施していない。 

 

イ 適切な管理方法 

加湿装置及び空調排水受けの点検・清掃については、平成 15 年度に建築物衛生法

施行規則に追加された項目です。フィルタ、冷温水コイル、送風機等については、建

築物衛生法告示により定期的に点検・清掃等を行うという規定です。しかし、加湿装

置と空調排水受けの点検・清掃については、その頻度が明記されています(p.28参照）。 

加湿装置及び空調排水受けの点検・清掃は、加湿方式や機器の設置場所に関わらず

全ての空気調和機が対象です。なお、テナントが設置し、管理している空気調和機に

ついても、当然、建築物環境衛生管理基準の対象となります。 

立入検査では、点検・清掃が容易な床置型の空気調和機のみ実施し、天井内に設置

されているパッケージユニットや、窓際のファンコイルユニット、テナント設置の空

気調和機については未実施、あるいは点検頻度が不十分というビルが見受けられます。 

   点検や清掃の方法については、厚生労働省通知「建築物環境衛生維持管理要領」

(p.29)、「建築物における維持管理マニュアル」(p.34) 及び「レジオネラ症防止指針」

を参考に行ってください。 

また、参考のため点検記録票及び清掃実施記録の様式例(p.31,32)を掲載しました。 

なお、「建築物環境衛生管理基準」(p.127 参照)に掲載されている加湿装置や空調排

水受けの点検・清掃等の各項目については、必ず年間管理計画書に記載してください。 
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(６) 冷却塔・冷却水管の点検・清掃等について 

【No.７】 

冷却塔・冷却水管の点検・清掃等を適切に行っていること。 

ア 不適となる場合 

   ○ 点検・整備の記録を作成・保管していない。 

   ○ 冷却塔の点検・整備を 1 月以内ごとに 1 回実施していない。 

   ○ 冷却塔・冷却水管の清掃を 1 年以内ごとに 1 回実施していない。 

 

イ 適切な管理方法 

冷却塔の点検・整備及び冷却塔・冷却水管の清掃については、平成 15 年度に建築

物衛生法施行規則に追加された項目です(法施行規則(抜粋)参照）。 

冷却塔については、空調用、冷凍・冷蔵用に関わらず、点検・清掃を行わなければ

なりません。また、テナントが設置した冷却塔についても同様な管理が必要です。 

なお、レジオネラ属菌の検査は管理基準にはありませんが、適切な維持管理を行う

ためには検査を実施されることが望まれます。 

冷却水管の清掃は、原則、全換水が必要ですが、特別な理由もなく水を抜かない施

設も少なからずみられます。 

点検や清掃の方法については、厚生労働省通知「建築物環境衛生維持管理要領」

(p.29)、「建築物における維持管理マニュアル」(p.42)及び「レジオネラ症防止指針」

を参考に行ってください。 

また、参考のため点検記録票及び清掃実施記録の様式例(p.31,33)を掲載しました。 

冷却塔・冷却水管の点検・清掃等は、「建築物環境衛生管理基準」です。したがっ

て、必ず年間管理計画書に記載してください。 

 

〔建築物衛生法施行規則（抜粋）〕 

（空気調和設備に関する衛生上必要な措置） 

第 3 条の 18 令第 2 条第 1 号 2 に規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。 

1 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 4 条に規定する水質基準に

適合させるため必要な措置 

2 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、1 月以内ごとに 1

回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、1

月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 

3 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1 月以内ごとに 1 回、定

期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1 月を超える期間

使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 

4 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した

後、1 月以内ごとに 1 回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を

行うこと。ただし、1 月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、

この限りでない。 

5 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ 1 年以内ごとに 1 回、定期に、行うこと。
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〔建築物衛生法告示 119 号（抜粋）〕 

（空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準） 

第一 空気調和設備及び機械換気設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。 

一 空気調和設備の維持管理 

１ 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検

し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと。 

２ 冷却加熱装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状

況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行うこと。 

３ 加湿減湿装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エリミネ

ータ等の汚れ、損傷等及びスプレーノズルの閉塞へいそくの状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修

等を行うこと。 

４ ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと。

５ 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること。 

６ 冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタ

ップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること。 

７ 自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること。 

二 機械換気設備の維持管理 

一の 1、一の 4及び一の 5の規定に従い行うこと。 

  

〔建築物環境衛生維持管理要領（抜粋）〕 

第 1 空気環境の調整 

１ 空気調和設備等の運転操作 

  空気調和設備等（空気調和設備又は機械換気設備をいう。）の運転操作については、気象条件、

各居室の使用状況、過去における空気環境の測定結果等を勘案し、次の点に留意すること。 

(１) 建築物環境衛生管理基準に規定する温度(17℃以上 28℃以下)の範囲内で適切な温度を設定

し、過冷房、過暖房が生じないよう十分配慮すること。 

(２) 建築物環境衛生管理基準に規定する相対湿度（40%以上 70%以下）の範囲内で適切な相対湿

度を設定するとともに、冬期における低湿度が生じないよう加湿装置を適切に運転管理するこ

と。 

(３) 居室内における温度、相対湿度、気流の空間分布を建築物環境衛生管理基準の範囲に保つよ

う十分配慮すること。 

(４) 居室内の空気が建築物環境衛生管理基準に規定する二酸化炭素の含有率(100万分の 1000 以

下)に保たれるよう、換気に十分配慮すること。個別方式の空気調和設備にあっては、換気装

置等（全熱交換機を含む。）の停止による外気量不足を生じないよう、利用者へ正しい使用方

法を周知すること。 

２ 空気清浄装置の維持管理 

(１) エアフィルターや静電式空気清浄装置（分煙用を含む。）等の空気清浄装置については、ろ

材やフィルターチャンバ内部の汚染状況、イオン化部及び集じんユニット部の汚染状況、ろ材

の変形、空気漏れ等について定期的に点検を行い、必要に応じ、整備、補修その他の措置を講

じること。 

(２) 空気清浄装置の維持管理を行っているにもかかわらず、居室における浮遊粉じんの量が令第

２条に定める基準に適合しない場合には、ろ材又は集じん部の性能、必要な外気量、喫煙状況
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等について調査を行い、必要な措置を講じること。 

３ 加湿装置の維持管理 

 加湿装置の点検、清掃については、次の要領に従って、実施すること。 

(１) スプレーノズルの閉そくの状況を点検し、必要に応じ、清掃、部品の取替えを行うこと。 

(２) エリミネータにあっては、さびや損傷の有無を点検し、必要に応じ、洗浄、部品の取替えを

行うこと。 

(３) 噴霧状態を点検し、適正な水圧、蒸気圧を維持するようポンプ類を調節すること。 

(４) 水系路又は蒸気路の蒸発残留物の堆積の状況を点検し、必要に応じ、清掃すること。 

(５) 排水受け等については、必要に応じて清掃し、清潔に保つとともに、ドレン水の流出が妨げ

られないようにすること。 

(６) 加湿水の補給水槽がある場合には、定期的に清掃すること。 

(７) 気化式加湿器については、加湿材の汚れ及び加湿能力を点検し、必要に応じて洗浄又は交換

を行うこと。 

(８) 超音波式加湿器については、振動子を清掃し、貯留水を清潔に保つこと。 

４ ダクトの維持管理 

 ダクトについては、定期的に吹出口、吸込口及びそれらの周辺を掃除するほか、次の要領に従っ

て点検すること。 

 (１) 漏気の原因となるダクトのき裂、ボルトの緩み、パッキン、リベットの状態等を点検し、必

要に応じ、部品の取替え、補修等を行うこと。 

 (２) ダンパーの作動状態を点検し、必要に応じ、整備、補修等を行うこと。 

 (３) 厨房ダクト・フード、グリス・フィルターは随時これらを点検し、油脂、汚れを十分に除去

すること。 

 (４) ダクトの内部についても可能な限り清掃すること。 

５ 送風機等の維持管理 

  送風機、排風機、冷却塔、自動制御装置その他の維持管理を行うに当たっては、次の点に留意し

て行うこと。 

 (１) 送風量、排風量の確認は、風量測定口における測定等、当該送風機、排風機に応じた方法で

行うこと。 

 (２) 全熱交換機については、定期的にフィルターやエレメントの汚れを点検し、必要に応じ、清

掃、交換その他必要な措置を講じること。 

 (３) 冷却水には、必要に応じ、殺菌剤等を加えて微生物や藻類の繁殖を抑制すること。 

    また、冷却塔と外気取り入れ口や窓等との位置関係を調べるなど、冷却水の飛散による細菌

感染などの健康被害が生じることの無いよう留意すること。 

 (４) 自動制御装置については、経年変化に対する調整及び設定温(湿)度と室内の温(湿)度との差の

点検も行うこと。また、適切な外気導入量を確保するため、定期に風量の点検を行うこと。な

お、実測値との差が認められた場合には、センサー等の調整を実施すること。 

 ６ その他 

 (１) 測定機器については、定期的に点検整備し、浮遊粉じん量の測定に使用される較正機器にあ

っては 1 年以内ごとに 1 回、施行規則第 3 条の２第 1項の規定に基づく厚生労働大臣の登録を

受けたものの較正を受けること。 

 (２) 施行規則第２０条の帳簿書類には、空気環境の測定、設備の点検、整備を実施した年月日、

場所、実施者名、測定結果(測定器に関する事項を含む。)、作業内容等を記載すること。 
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空気調和機等設備点検記録票（例） 

 年   月 

点 検 項 目 

 

１
～

３
階

系
統

外
調

機
 

４
・５

階
系

統
外

調
機

 

１
階

東
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

１
階

西
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

２
階

東
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

２
階

西
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

３
階

東
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

３
階

西
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

４
階

東
系

統
Ｆ

Ｃ
 

４
階

西
系

統
Ｆ

Ｃ
 

５
階

東
系

統
Ｆ

Ｃ
 

５
階

西
系

統
Ｆ

Ｃ
 

空
調

用
Ｃ

Ｔ
 

各
階

排
気

設
備

 

１
階

厨
房

排
気

設
備

 

排水受けの点検・清掃（法定 1/月） 1/月             ／ ／ ／

加湿材・ｴﾘﾐﾈｰﾀ・ｽﾌﾟﾚｰﾉｽﾞﾙ等の点検

（法定 使用期間中 1/月） 
1/月   ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

加湿装置の清掃（法定 1/年） 1/年   ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

加湿用貯水槽の清掃 使用前   ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

冷却水槽（水の汚れ・ｽﾗｲﾑ等）、散水装

置、充てん材、ｴﾘﾐﾈｰﾀ・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・送風

機等の点検（法定 使用期間中 1/月） 

1/月 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  ／ ／

冷却塔集水槽の清掃 4/年 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  ／ ／

冷却塔・冷却水管の清掃（法定 1/年） 1/年 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  ／ ／

エアフィルタ等の汚れ状況の点検 1/月             ／ ／ ／

コイルの汚れ状況の点検 1/月             ／ ／ ／

送風機・排風機の運転状態 1/月             ／  ／

ダンパーの作動状況 1/月             ／ ／ ／

吹出・吸込口周辺の清掃 1/年             ／  ／

自動制御装置の調整・点検 4/年               ／

設定温湿度と室内温湿度の差 1/月             ／ ／ ／

隔測温湿度計の検出部の状況 1/月             ／ ／ ／

ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀ、ﾌｰドの汚れ状況の点検ﾞ 1/月 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  

※外調機の加湿装置は気化式、 冷却塔は直交流・開放型 記入例  ○：良  レ：不良  △：不十分  ／：設備無 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の項目を参考に各ビルの空調システムに合わせ記録票を作成してください。 

頻度

機

器

名
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加 湿 装 置 清 掃 記 録 （ 例 ） 

 

 

１ 対象ビル名                               

 

２ 実施年月日                               

 

３ 清掃実施者                               

 

４ 加湿装置名                               

         加湿方式 ： 気化、 蒸気、 水スプレー、 超音波  ※○で囲む 

 

５ 実施方法                                

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

６ 実施結果 

 

 ※清掃前後の写真等を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１実施方法は、清掃工程を詳細に記入 

注２洗浄剤を使用した場合は、洗浄剤名、濃度、使用量を明記 
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冷却塔・冷却水管清掃記録（ 例 ） 

 

 

１ 対象ビル名                               

 

２ 実施年月日                               

 

３ 清掃実施者                               

 

４ 冷却塔名                                

    冷却塔の種類 ： 開放型（向流・直交流）、密閉型（向流・直交流）※○で囲む 

 

５ 実施方法   全換水 ： 実施 ・ 未実施 （○で囲む）           

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

６ 実施結果 

 

 ※清掃前後の写真等を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１実施方法は、清掃工程を詳細に記入 

注２化学洗浄を実施した場合は、洗浄剤名、濃度、使用量を明記 
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第３章 

 

 

立入検査における事例について 



 

 

 

 

【概要】 

上水や雑用水の遊離残留塩素測定にデジタル式測定器を使用している施設がありま

す。また、雑用水の pHはガラス電極法によることとされています。 

立入検査において、このような施設の測定記録を見ると、測定結果が基準値(遊離残留

塩素濃度：0.1mg/L 以上、pH：5.8 以上 8.6 以下)を満たしていないことがしばしばありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、ビル衛生検査係が持参した DPD 比色測定器や較正した pH 測定器によって同じ

試料の残留塩素や pH の測定を行ったところ、測定結果は基準値内である施設が大部分で

した。従って、施設で使用されている測定器が正しい値を示していなかったと考えられま

す。 

 

【問題点】 

 測定記録が基準値を外れていた施設の管理技術者に聞き取りをしたところ、下記の問題

点が明らかになりました。 

○大部分の施設では、測定器の較正を行っていませんでした。 

○管理技術者は、測定結果が基準を外れていても対策を講ずることなく記録を続けていま

した。 

 このような管理を続けていると、実際に水質に異常が発生した場合に発見が遅れてしま

うおそれがあります。 

 

【改善方法】 

 測定器の取扱説明書に従って較正・測定を行い、適正な測定値が得られました。 

   

【維持管理のポイント】 

 デジタル式測定器は測定結果が数値で表されるため、比色法よりも測定者による結果の

差異が少ないという利点があります。しかし、測定器のメンテナンスを怠ると正しい測定

結果が得られません。そこで、使用にあたっては次の点に注意をしてください。 

１ デジタル式残留塩素計、pH測定器の較正が行われていなかった事例 

試料
pH8.0 pH11.0 

図 立入検査での記録と実測結果

較正した測定器 測定記録
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○測定器の較正を適切に行う 

 較正方法や較正頻度は測定器によって異なります。 

 取扱説明書をよく読み、メーカーの示す方法を遵守してくだ

さい。 

 

○測定器の正しい操作方法を確認する 

測定担当者に対して正しい操作方法を周知してください。 

担当者によって操作がまちまちだと、安定した結果が得られま

せん。 

 

○測定結果への配慮 

測定結果の動向に注意を払い、異常値が出た場合には原因を究明し、

対策を取るようにしてください。 

 

 

 

【参考：較正方法と使用上の注意(例)】 

表１ 遊離残留塩素濃度測定(吸光光度法 DPD試薬使用) 

測定原理 

DPD 試薬未添加の試料と DPD

試薬で発色させた試料中を透

過した光の強さを比較する 

 

発色した試料が吸収した光の

量から残留塩素濃度を算出す

る 

 

較正方法 
標準色見本を用いてゼロ較

正、スパン較正を行う 

 

使用上の

注意 

・セルの汚れ   → 測定時はセル表面の水滴等を拭き取る 

         → 汚れが著しい場合はセルを交換する 

 

・試料中の侠雑物 → 試薬の溶け残りが完全に沈殿し、気泡が浮上するのを待って 

           測定する 

※表の記載内容は一例です。詳細は測定器の取扱説明書をご確認下さい。 

 

検出器

0.10mg/L
 
光源 試料

測定結果

標準色見本

較正

濃度算出

操作方法 

正しい 

操作方法 
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表２ pH 測定（ガラス電極法） 

測定原理 

試料にガラス電極を浸漬する

 

ガラス電極と比較電極におけ

る起電力の差を電圧計で測定

し、pH を求める 

 

較正方法 

較正モードに切替える 

 

標準緩衝液（フタル酸塩標準

緩衝液、リン酸塩標準緩衝

液、ホウ酸塩標準緩衝液）を

用いて pH 較正を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用上の

注意 

・感知部の乾燥    → 長期間使用していない場合は使用前に感知部を 

             標準緩衝液に浸漬しておく 

 

・感知部の汚れ    → 使用前後に感知部を充分に洗浄する 

 

・比較電極内部液の不足→ 内部液の補充、交換 

 濃度変化 

 

・電極の劣化     → pH 電極を交換する 

 

・標準緩衝液の劣化  → 標準緩衝液を交換する 

※表の記載内容は一例です。詳細は測定器の取扱説明書をご確認下さい。 

比較電極

ガラス電極

電圧計

試料

リン酸塩緩衝液
洗浄

フタル酸塩緩衝液、 

またはホウ酸塩緩衝液 

＜※2点較正の場合＞
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【概要】 

 新規ビルの立入検査で空気環境測定を 1 日 3 回実施したところ、二酸化炭素濃度平均値

が基準値を超過した場所が全 8 箇所中 7 箇所ありました。そこで、原因究明のため調査を

実施しました。 

 

【問題点】 

当該施設の空調設備は、外気の取り入れを各階で行い、外調機とパッケージユニット（以

下「PAC」という。）がダクト接続され、PAC を通じて外気が導入されている構造でした。 

外調機は中央制御で 24 時間運転されていました。また、PAC は居室内の制御盤により

利用者が自由に発停することができ、PAC を停止してしまうと外気が導入されにくい状況

となっていました（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 管理者の認識不足 

不適箇所では、PAC が停止していましたが、管理者は外調機を運転していたために、外

気が不足することを想定していませんでした。 

(２) 変則的な勤務時間 

この会社ではフレックスタイム制を導入しており、午後に人員が増える傾向がありまし

た。しかし、ビル側が定期的に実施している空気環境測定では、二酸化炭素が基準値を超

過する時間帯に午後の測定を実施していなかったため、空気環境の悪化を把握することが

できませんでした。 

(３) 外気導入率 

当該施設には風量測定孔が設置されていなかったため、吹出口の二酸化炭素濃度から外

気導入率調査を行いました。その結果、ほぼ全ての吹出口で二酸化炭素濃度が 1000ppm

を超過しており、外気導入率は 0～16.4％でした（表 1）。 

測定時刻 15 時～16 時 

 

外気導入率（％）＝      ×100 

 

２ 新規ビルで外気導入量が少なかった事例 

図１ 空調模式図 

外調機 

天埋 PAC 

ＯＡ 

ＳＡ

ＲＡ

ＥＡ 

居室 

全熱交換器 

PAC 制御盤 

室内で発停ができる 

CRA－CSA 

CRA－COA 

CRA ：還気の二酸化炭素濃度 

CSA ：給気の二酸化炭素濃度 

COA ：外気の二酸化炭素濃度 

- 54 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 人員過密度調査 

5 階において人員過密度調査を実施した結果、N 値、気積ともに指導値及び基準値を満

たしており、問題のない結果でした（表 2）。 

        

在室者のＮ値 ８．６４ 指導値 ５㎡/人 

在室者の気積 ２３．２４ 基準値 １０㎥/人以上 

※在室者は東京都の立入検査（３回測定）の平均値 

【改善方法】 

 PAC 空調機の常時運転の実施と外気導入量の調整を行ったことにより、その後の空気環

境は改善されました。 

 

【維持管理のポイント】 

新しいビルにおいては、空気環境の実態が把握されるまでの間（竣工してから 1 年程度）

は、毎月空気環境測定を実施し、基準値を超過しない維持管理を模索する必要があります。 

そのポイントを以下にまとめます。 

○ 利用者が自由に発停できる空調機の場合、常に外気が導入されるよう利用者への周

知等を行うことが重要です。 

○ 一般的に必要な外気導入率は概ね３０％です。居室内での適正な人員密度が守られ

ているかを把握し、適正な外気が導入されているか確認してください。 

○ 空気環境測定は、空気環境の実態を正確に把握するため、事務室の在室者が一番多

い時間帯に測定時間を設定することや必要に応じて測定回数を午前 1 回と午後 2 回の

計 3 回とすることが望まれます。 

測定 

場所 

外気 

<OA>（ppm）

室内 

<RA>（ppm）

吹出口 

<SA>（ppm）

外気 

導入率（％） 

９階 

390 

1330 1200 13.8 

８階 1380 1300 8.0 

７階 1240 1100 16.4 

５階 1240 1140 1.8 

４階 1350 1370 0 

３階 1170 1150 2.6 

２階 1250 1120 15.1 

表１ 不適箇所の二酸化炭素濃度と外気導入率

※外気は屋上での測定値 

表２ ５階人員過密度調査の結果 
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【概要】 

 立入検査の空気環境測定において、二酸化炭素濃度が基準値を超えている居室

がありました。当該施設には、ゾーンごとに外気取入口が１箇所ずつあり、図の

ように外気導入ダクトが途中で分岐して 4 台の全熱交換器へ接続されています。

全熱交換後の外気は居室からの還気と天井内で混合され、天井埋設型パッケージ

ユニットを経由し、居室内に導入されています。  

 そこで、居室内に適正に外気が導入されているか検証するため、ゾーン内の各

吹出口での外気導入率を調査したところ、場所により外気導入率に大きな違いが

あることが判明しました (図 1)。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題点】 

 空調エリアごとに外気導入率の差が生じた原因として、以下の点が考えられま

す。  

○ショートサーキット 

天井内チャンバー方式の空調設備だったので、外気が適正に導入されないエ

リアができてしまうことが考えられました (図 2 参照 )。  

３ 外気取入ダクトの分岐により、二酸化炭素濃度が基準値を超過

した事例 

天井内 

外気導入率 

33.8% 

CSA 

930ppm 

居室 

ＨＥＸ 

ＰＡＣＰＡＣ ＰＡＣ ＰＡＣ 

ＨＥＸ ＨＥＸ ＨＥＸ

ＯＡ ＯＡ 
ＯＡ ＯＡ 

ＲＡ 

ＳＡ 

ＲＡ ＲＡ 

ＳＡ ＳＡ ＳＡ 

居室内

CSA 

955ppm 
CSA 

1010ppm 

CSA 

1045ppm 

外気導入率 

30.4% 

外気導入率 

18.2% 

外気導入率 

23.0% 

ＯＡ 

HEX：全熱交換機  PAC：パッケージユニット  CSA：給気の二酸化炭素濃度

図 1 各吹出口での外気導入率調査結果 

外気 CO2：450ppm 

居室内 CO2 濃度：1180 ppm
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○外気導入ダクトの分岐 

一本の外気導入ダクトが分岐して各全熱交換器に接続しているため、十分な

外気量が導入されていない全熱交換器が存在する可能性が考えられました (図

3 参照 )。また、押し込みファンが設置されていましたが、適正に作動してい

ない可能性がありました。  

 

 

 

 

 

○エアフィルタの目詰まり 

エアフィルタの維持管理が適正に行われていなかったため、風量を損失して

いることが考えられました。  

 

【改善方法】 

 適正な外気導入量を確保するためには、以下の点が考えられます。  

○外気導入ダクトの配置の見直し 

○押し込みファンの適正な作動(点検・清掃又は能力の見直し) 

○エアフィルタの点検・清掃 

 

【維持管理のポイント】 

この測定ポイントは通常の空気環境測定でも、二酸化炭素濃度が管理基準値を

超えていました。建築物環境衛生管理技術者は不適原因を追究し、改善への取組

をしなければなりません。 

空調設備について、ファンの作動状況に異常はないか、フィルタの目詰まりは

ないか、適正な外気量が導入されているか、汚染された外気の取り入れはないか、

人員は過密でないか等、様々な観点から考察し、改善を行ってください。 

ＯＡ

OA 量が減少

図 2 

ショートサーキット 

図 3 

ダクト分岐による OA 量の減少

OAがショートサーキットして排気 

RAが ショートサーキット

空気環境悪化

OA 

RA SA

RA

OA 

SA

EA 
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中央管理室

測定値

CO
2
計

居室

ＲＡ

ＳＡ

ＯＡ

800
ppm

800
ppm

表示値

※夏期は800ppm超

で外気導入

連動連動連動連動※連動連動連動連動※

ダンパ

CO
2
センサ

（ダクト内）

実測値

【概要】 

 立入検査において、1 日 3 回実施した空気環境測定の結果、10 箇所中 9 箇所

で二酸化炭素濃度が基準値を超えていました。ただし、ビル側が実施した直近の

空気環境測定では、二酸化炭素濃度は基準値内であったため、この事態に気付い

ていませんでした。当該ビルでは、還気(ＲＡ)ダクト内に二酸化炭素濃度センサ

が設置されており、外気(ＯＡ)の導入量を調節していました。 

 

【問題点】 

立入検査における空気環境測定において、居室内の二酸化炭素濃度(測定値)

が、中央管理室の二酸化炭素濃度センサに表示された値(表示値)よりも高かった

ため、還気ダクト内の二酸化炭素濃度を実測し(実測値)、二酸化炭素濃度センサ

の表示値と比較しました(図 1)。その結果、調査した 9 箇所の二酸化炭素濃度セ

ンサのすべての表示値が実測値より低い値を示しており、 6 階西側系統では

710ppm(46.4％)の差がみられました(表 1)。 

今回のケースでは、二酸化炭素濃度センサが実際の濃度より低めに表示してい

たため、必要な外気が導入されずに管理基準値を超えてしまいました。また、当

該ビルでは、夏期は省エネルギーを考慮して居室の二酸化炭素濃度が 800ppm

を超えないと外気が導入されない制御を行っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 空調機周辺の状況 

 

４ 二酸化炭素濃度センサの不調により、二酸化炭素濃度が基準値

を超えた事例 
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表 1 空調系統別の二酸化炭素濃度の表示値及び実測値 

空気調和機 

二酸化炭素濃度 (ppm) 二酸化炭素濃度の差(ppm) 

表示値①  実測値② 
濃度差③ 

(①－②) 

実測値との誤差

％(③÷②×100)

10 階 東側系統 900 1020 -120 -11.8 

10 階 西側系統 742 760  -18  -2.4 

7 階 東側系統 882 1150 -268 -23.3 

7 階 西側系統 914 1020 -106 -10.4 

6 階 東側系統 897 1120 -223 -19.9 

6 階 西側系統 820 1530 -710 -46.4 

5 階 東側系統 931 1120 -189 -16.9 

5 階 西側系統 880 1260 -380 -30.2 

4 階 東側系統 ― ― センサ故障のため測定せず 

4 階 西側系統 863 970 -107 -11.0 

 

 

【改善方法】 

居室内の空気環境を適切に維持管理するために、定期的にダクト内の二酸化炭

素濃度センサを較正する必要があります。さらに二酸化炭素濃度によって外気導

入を完全に停止させない制御を行なうことも大切です。 

 

【維持管理のポイント】 

 センサや測定器は時間経過や使用環境等により、次第に測定精度が低下するた

め、定期的に較正を行なう必要があります。 

 今回のケースでは、ダクトに設置された二酸化炭素濃度センサの不調により、

居室内の二酸化炭素濃度が基準値を超過しましたが、二酸化炭素濃度は換気の指

標としても重要です。居室を密閉状態にしていると、臭いやウイルス、各種の化

学物質が蓄積されます。しかし、これらの汚染物質を通常の空気清浄機器で除去

することは困難なため、濃度を低減させるには外気を取り入れて希釈する方法が

有効です。 

 さらに、空調機の省エネルギー運転を行なう場合でも、必要な外気量を導入し

て適正な管理を行ってください。 
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５ 同一高置水槽を経由している末端の一方で、残留塩素が不検出

だった事例 

【概要】 

上水の給水末端 (15 階トイレ )の遊離残留塩素濃度 (以下、残留塩素という。 )

が 0.3mg/L で、基準値を満足していました。ところが、同一階の共用部に位置

する給湯室では残留塩素が検出されませんでした。  

受水槽の回転数は、一日あたり約 1 回転以上で、受水槽自体も使用後１年を経

過していませんでした。日常の残留塩素の記録では、採水場所：15 階給湯室で

0.2～0.3mg/L と明記されていました。  

(１) 建築物の概要 

地上 33 階、地下 2 階。用途：高層階 (15～33 階 )は事務所、下層階 (2～14 階 )

は住宅。  

(２) 給水系統 

15 階は、地下 2 階の受水槽と塔屋にある高置水槽を経由して、3 つの給水縦

管に分岐。  

 ①トイレ系統 ②給湯・屋外共用部メンテナンス系統 ③事務所加湿系統  

 

【問題点】 

受水槽、高置水槽の回転数、槽内の状況において問題が見られなかったため、

給水配管内に水が停滞していることが残留塩素不検出の原因であると考えられ

ました。  

そこで、給水系統図で状況を確認したところ、次のような系統であることがわ

かりました。  

 
図 1 高層階部分の給水系統略図 

②
各

階
の
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湯

室
 

高置 

水槽

機械室 

受水槽から 

①
各
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の

ト
イ

レ
 

屋外メンテナンス 

残留塩素 

0.3mg/L 

15F 

③
各

階
事

務
所

加
湿

残留塩素

不検出 

残留塩素 

検出 16F 

給湯室 
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3 系統のいずれも受水槽、高置水槽は同一でしたが、高置水槽から縦管が三手

に分岐しており、①手洗い・トイレ洗浄等、②各階給湯室と屋外共用部のメンテ

ナンス、③事務所の加湿に使用されていました。  

15 階の共用部にある給湯室は、上記の②ではなく、③に属していました。こ

の系統では、加湿装置が使用されていない期間は、16～33 階までの水使用がほ

とんど無く、配管内に長期に水が停滞する状況でした。そのため、この系統に属

する 15 階の給湯室においては、残留塩素が検出されませんでした。  

また、15 階給湯室の系統が他の階の給湯室の系統と異なってしまった要因は、

15 階に事務所用の空調機、給排水設備等が設置され、他の事務所階 (16～33 階 )

とレイアウトが異なってしまったためであると考えられます。  

 

 

  図 2 15 階と 16～33 階レイアウト略図 

 

【改善方法】 

飲料水として使用する場合の対策は、配管内の停滞水を排水後、残留塩素が基

準値 0.1mg/L 以上検出されるのを確認した上で使用するか、15 階給湯室の配管

工事を行い、給水系統を上層階の給湯室系統と一緒にしてしまうことなどが考え

られます。  

日常の残留塩素濃度管理についても、系統末端で毎日確認するとともに、15

階給湯室においても、定期的に確認するよう指導しました。  

 

【維持管理のポイント】 

○ 給水の配管系統を把握し、同一水槽を経由している場合でも、当該系統の

末端の他に、配管内に停滞水の発生が懸念される箇所については、残留塩素

が確保されているか定期的に確認する必要があります。  

○ 日常の残留塩素の記録については、採水場所をきちんと把握した上で、採

水場所を明記する必要があります。  

15 階のレイアウト 16～33 階のレイアウト 

EV 
    

機械室 
トイレ

事 務 所 

給湯室

EV 給湯室 トイレ 

事 務 所 
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６ 採水場所が不適切であった事例 

【概要】 

 当該ビルでは、中央式給湯設備を使用しているため、1 階給湯室の水栓におい

て、給湯水の検査を週に 1 回実施していました。しかし、立入検査時に採水場所

を確認すると、給湯室の水栓は、中央式給湯設備ではなく、流しの横に設置され

た局所式給湯設備の水栓であることがわかりました (図 1)。そこで、図面を確認し

たところ、中央式給湯を使用している場所は浴室とトイレの洗面となっていまし

た (図 2)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題点】 

(１) 本来の採水場所が、採水しにくい場所や構造になっている 

○ 浴室は、採水者が入室しにくい場所にありました。  

○ トイレの洗面での給湯水栓は、ミキシングバルブにて水と湯を適温に調整

した後に感知式の自動水栓から供給されるようになっており、採水の難しい

構造でした。  

(２) 水質検査担当者が採水場所について把握していない 

○ 水質検査の担当者が異動や契約等により竣工以来何回も交代していました。 

○ 日々の採水は、設備に詳しくない者が担当しており、担当者は「中央式給

湯設備」において水質検査をする必要があることを知りませんでした。  

○ 過去の採水記録に記載された採水場所は、採水場所が具体的に特定できな

い書き方（「1 階給湯水」等）になっていました。そのため、新しい担当者が

書類からは適切な採水場所を確認できませんでした。  

 

この事例では、本来の採水場所が採水しにくい構造や場所であったこと、採水

担当者の知識不足や引継ぎ不足が重なり、不適切な場所での採水となってしまい

ました。  

 

水
ここの給湯栓で 

水質検査を実施 

していた 

図 1 実際に採水していた給湯栓の様子  

こちらの給湯栓のみが 

局所式給湯設備からの 

給湯水と考えていた 

局所式給湯設備 

実際は･･･ 

シンク下で局所式給湯設備 

と接続していた 

湯
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【改善方法】 

 立入検査後に、再度図面や設備を確認したところ、最も適切な採水場所は浴室

の湯船への補給湯口であることがわかりました。今後はこの場所から採水をする

こととしました。  

 

【維持管理のポイント】 

○ 新しく担当することになったビルでは、前任者から十分な引継ぎを受ける

だけでなく、図面等を確認し、設備の概要について正確に把握しましょう。 

○ 採水担当者が異動などにより代わる際には、採水場所等についても正しく

引継がれているかを確認しましょう。  

○ 水質検査記録は、採水場所について記録上も確認できるように出来るだけ

具体的に記載 (「B1 階男子浴室カラン」等 )しましょう。  

 

ビル内の給湯については、中央式給湯設備を設けていても、さらに局所式給湯

設備も利用している場合が数多くあります。局所式給湯設備や給湯配管が利用者

の目に触れない場所に設置されている場合もありますので、どの蛇口が中央式給

湯設備からの給湯であるか、十分に確認することが大切です。  

 

 

 

 

 

中央式 

給湯設備 

 

トイレ 

の洗面 

適温に調整した後に、 

感知式自動水栓で給水 

浴室 測定者が入室しにくい場所 

図 2 図面から読み取 った実際の給湯設備  
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７ 雑用系上水の使用で飲用系上水使用量が減り、残留塩素不検出 

だった事例 

 

【概要】 

  上水給水末端で遊離残留塩素濃度(以下、残留塩素濃度という。)を測定したところ、
0.1mg/L 以下でした。当該ビルでは、飲用系上水と雑用系上水(トイレ洗浄、冷却塔
補給、加湿補給等)の 2 系統で給水していました。なお、飲用系上水受水槽の有効容
量は 30㎥であり、高置水槽方式での給水を行っていました。 
 

 
       飲用系高置水槽  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

     
  図１ 給水系統略図 

 

飲用系上水 
受水槽 30㎥ 

飲用系末端 
残留塩素濃度 
0.1mg/L以下

雑用系上水

受水槽(トイ
冷却塔補給

 
 
【問題点】 

 飲用系統の 1日の平均使用量を調査したところ、
日に 1度入れ替わる程度でした。また、毎日の残留
が続いており、慢性的に受水槽内の水が停滞する傾

原因として、冷却塔補給水や加湿補給水について、

り飲用系の１日使用量が少なくなり、受水槽内に停

 また、近年、節水器具の普及やペットボトル飲料

飲料水としての使用水量が少なくなっている傾向が
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レ洗浄・ 
・加湿補給) 

10㎥と少なく、受水槽内の水は 3
塩素濃度記録においても、0.1mg/L
向にあったと推察できます。その

雑用系上水を使用することで、よ

滞水を生んでいると考えられます。 
の利用が増えたことなどによって

あります。 



【改善方法】 

 1日の使用量の推移を参考にし、飲用系統の受水槽容量の調節が必要です。受水槽
の貯水量を減らすことで、回転数を増やし、停滞水を作らないよう、ボールタップや

電極等の調整による水位の調整、更新時に水槽を小型化するなどの方法が挙げられま

す。 
 
【維持管理のポイント】 

○ 日常の残留塩素濃度測定において、0.1 mg/L 以上の確保が難しい場合。 
○ 受水槽の１日の回転数が少ない場合。 
 
上記のような場合には、受水槽の容量が過大である可能性が考えられます。その他、

給水配管の錆等の影響も考えられるので、水質検査の成績も確認する必要があります。  
配管に異常がないようなら、1日の使用水量の推移を把握し、受水槽の水位を下げ

るなどの対応をとることで、槽の回転率を高めることが可能となります。その際に注

意することは、2槽タイプの場合、片槽運転は避け、両槽の水位を均一に下げること
が重要です。 
将来的に大規模改修等が行われる際には、冷却塔や加湿の補給水は水道法水質基準

適合の水を使用しなければならないため、上水系統へ切り替えることについても検討

が必要です。また、この際は、逆流防止のための吐水口空間の確保が必要です。 
その他は、受水槽を撤去して、直結給水方式に切り替えることや、高置水槽へ直接

給水する増圧給水方式にする方法もあります。 
受水槽の理想的な回転数としては 1.5回転から 2回転です。利用者に常に新鮮で安

全な水が提供できるよう、管理していくことが大切です。 
 
                         

 
 
 
 
 
 
             
  
 
  ○飲用系受水槽の水位を下げる    ○雑用系受水槽の撤去 
  ○飲用系受水槽を小型化する      (上水系統への切り替え) 
                    ○直結給水・増圧給水方式へ変更 
            図２ 改善方法例示              
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８ 常時ばっ気していた排水槽で硫化水素濃度が高濃度で検出された事例

【概要】 

 厨房排水槽内の硫化水素濃度を連続測定したところ、最大 80ppm、平均 22.5ppm 検出

されました。ポンプアップは水位制御で行い、ばっ気装置は常時運転されていました。

高濃度検出の原因として、当初、槽容量に対するばっ気量の不足を推察しました。しか

し、その後、ばっ気装置を設置した槽の上流側に別の排水槽(排水槽 1、排水槽 2)がある

ことが判明しました。それらの水槽には、ばっ気装置等は設置されていませんでした。 

 なお、当該ビルでは、すべての排水槽について、年 3 回本清掃を実施していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題点】 

○ 厨房に設置されたグリース阻集器においては、3 槽目に油脂が多く見られ、厨房排

水の負荷に応じた適切な清掃が行われていませんでした(清掃頻度、方法含む)。 

○ 本清掃においても、厨房排水槽では、槽内のスカム等を完全に取り除いていまし

たが、排水槽 1 及び 2 については、取りきれていませんでした。 

○ 排水槽 1 及び 2 には、ばっ気装置等を設置しておらず、そこで排水が長時間嫌気

性条件下にありました。 

  

【改善方法】 

○ グリース阻集器を持つ各店舗に対して、適切に清掃を行うと共に、その記録を作

成する。 

○ 清掃の際には、スカム等をきちんと取り除くように清掃業者に指示するとともに、

清掃回数を 3 回／年から４回／年に増加させる。 

○ 上記の方法で、改善されないようであれば、排水槽 1 及び 2 にもばっ気装置等を

設置する。 

 

【維持管理のポイント】 

排水槽内の硫化水素が高濃度になると、周辺地域に悪臭をもたらすだけではなく、躯

体や配管を腐食させることがあります。硫化水素を低減させるために以下の点に留意し

てください。 

 

ばっ気装置 

常時運転 

厨房排水の流れ 

厨房排水槽 

排水槽 1 排水槽 2 硫化水素検出 P 

図１ 排水系統略図 
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(１) グリース阻集器の管理について 

(使用日ごとに実施） 

○ １槽目の受けカゴ内の捕集物を除去してください。 

○ ２槽目以降に浮上した油分を除去して、最終槽に油が溜まらないようにしてくだ

さい。 

(7 日以内に 1 回以上実施) 

○ 底に溜まった、または網カゴではとりきれない沈殿物を除去し、清掃してくださ

い。 

 

(２) 排水槽の清掃について(4 ヶ月以内に 1 回以上実施） 

清掃時には、その底部や壁面、附帯設備などに付着した汚泥、スカムなどを完全に除

去してください。機械排水等、負荷の低い排水のみが流入する槽に関しては、Q＆A４(1)

を参照してください。 

排水が複数の槽を経由して排出される場合は、すべての槽について、清掃を実施して

ください。 

 

(３) 排水ポンプの制御について 

排水ポンプの運転は、水位制御の場合、排水が長時間滞留しないよう、ポンプの始動

水位を低く設定する、あるいは、時間制御との併用方式としてください。(排水調整槽に

ついては、公共下水道管理者の指示に従ってください。) 

 

(４) ばっ気攪拌装置の設置について 

○ 排水が長時間滞留する場合には、ばっ気攪拌装置を設置してください。さらに、

排水が複数の槽を経由して排出される場合は、すべての槽に設置してください。 

○ ばっ気能力が槽容量に見合ったものを選定してください。 

○ 原則として 24 時間連続運転を行ってください。 

○ 装置の作動状況を定期的に点検してください。 

 

 

 

 

ばっ気攪拌装置の設置 

P 排水ポンプの制御 排水槽の清掃 

グリース阻集器の管理

図２ 排水設備概念図 
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第４章 

 

 

平成 21 年度の立入検査結果と 

指導事項について 



平成 21年度（平成 21年 4月 1日から平成 22年 3月 31日まで）の建築物衛生法に基
づく特定建築物の届出状況及び立入検査結果は、次のとおりです。 

 

１ 特定建築物の届出数 

東京都の特定建築物の平成21年度末における届出数（特定用途別）を表1に示します。
なお、特別区内の延べ建築面積10,000m2以下の特定建築物については区が、八王子市内

の特定建築物については八王子市が所管しています。特定用途別の届出数は、事務所が

最も多く、次に店舗、学校、旅館の順になっています。 
東京都所管の特定建築物の新規届出数は、図 1 のとおりです。平成 15 年度は、法令

改正により、対象が増えたため新規届出数が増加しました。 

表1 東京都の特定建築物の届出数 
用途 

 
規模 

総 

数 

事
務
所 

店 

舗 

百
貨
店 

学 

校 
旅 

館 

興
行
場 

集
会
場 

遊
技
場 

図
書
館 

博
物
館 

美
術
館 

都所管数 3219 1868 424 58 507 136 91 61 35 17 14 8

特別区内の    
10,000ｍ２超 2346 1522 215 45 331 102 55 36 20 7 9 4内 

訳 多摩・島しょ地区
の3,000ｍ２以上 873 346 209 13 176 34 36 25 15 10 5 4

特別区内の 
3,000ｍ２以上 

10,000ｍ２以下 
4249 3213 387 5 248 207 27 90 18 23 20 11

八王子市内の 
3,000ｍ２以上 159 56 32 1 48 7 4 3 4 2 0 2

総 数 7627 5137 843 64 803 350 122 154 57 42 34 21

0

50

100

150

200

250

300

350

60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(年度)

(

届
出
数

)

 
 図１ 特定建築物新規届出数の推移 

（注）平成 11年度以前の件数は、特別区内の延べ建築面積 5,000m2を超え、10,000m2

以下の特定建築物を含む。 
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２ 立入検査等の実施件数 

(１) 立入検査等実績 

平成 21 年度に東京都が実施した検査等の実績は表 2 のとおりです。 

 

表 2 平成 21 年度特定建築物の立入検査等実施件数 

 
総 数 

一   般  

立入検査 

精  密   

立入検査 

帳簿書類

審  査 

建築確認申請時

図面審査 
その他＊

特別区・島しょ地区 1156 336 73 377 81 289 

多摩地区 204 135 22 0 26 21 

＊その他は特殊調査、一斉検査等を含む。 

 

(２) ビル衛生管理講習会 

 

表 3 ビル衛生管理講習会の実施状況（平成 21 年度） 

 
開催日 出席者数 対  象 及び 会  場 

第
１
回

 

H21.9.30 960 名 
主に区部に所在する特定建築物の管理者等 

中野 ZERO ホール 

第
２
回 H21.10.2 1,116 名 

主に区部に所在する特定建築物の管理者等 

中野 ZERO ホール 

第
３
回 H21.10.9 712 名 

主に多摩地域に所在する特定建築物の管理者等 

アミューたちかわ（立川市市民会館） 

合計 2,788 名  

（注）出席者数には対象施設以外の参加者も含まれる。 

  

講習会の出席状況 

   対象施設数：3,309 施設（講習会開催通知送付施設） 

   出席施設数：2,471 施設 

出席率  ： 74.7％ 
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３ 帳簿書類及び設備の維持管理状況(特別区・島しょ地区) 

平成 21 年度に実施した立入検査における帳簿書類及び設備管理状況に関する不適率

は図 2 に示すとおりです。なお、参考のため平成 20 年度の結果を併載しました。 

給水・給湯管理の項目については、平成 21 年度の不適率は平成 20 年度よりも低くな

っていましたが、空調管理、雑用水、排水管理、ねずみ・昆虫等の防除の項目では平成

21 年度の不適率の方が高くなっていました。 

2.7

2.7

16.4

33.3

31.5

16.2

55.7

11.0

24.9

21.7

11.5

53.2

0

2.2

48.4

53.5

0 10 20 30 40 50 60

アスベスト

ねずみ・昆虫等の防除

清掃等

排水管理

雑用水

給水・給湯管理

空調管理

帳簿書類

平成21年度

平成20年度

 

図 2 帳簿書類・設備についての不適率(%) 

 

(１) 備付け帳簿書類の整備状況 

備付け帳簿書類の不備について不適のあったビルは、立入検査を実施した全施設の

53.5％でした。項目別にみた主な不適内容を図 3 に示します。 

備付け帳簿書類が不備であると管理者が維持管理の実施状況を把握できず、ビルの衛

生管理に支障をきたすおそれがあります。立案した計画をもとに実施状況を正確に記録

できる体制を整えておくことが必要です。 

0.6

5.5

2.9

0.4

9.1
13.2

14.0
10.6

19.2

0.8

42.9

0.2

0.0

18.5

1.0

0.2

42.9

0.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

図面類

アスベスト

雑用水

ねずみ等の防除

清掃等

排水管理

給水管理

空調管理

年間管理計画

平成21年度

平成20年度

図

図 3 帳簿書類等についての項目別不適率(%) 
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ア 空調管理(42.9%) 

不適率は平成 20 年度とほぼ同じ状況でした。空気環境が不適であったときにその改

善計画を立てていないビルが多く、これに関しての不適が最も高い割合でした。また、

平成 15 年の政省令の改正により義務づけられた、加湿器及び排水受けの点検・清掃、

冷却塔・冷却水管の清掃について十分対応できていないビルがまだ多くみられました。 

 

イ 給水・給湯管理(14.0%) 

給湯管理についての不適が高い割合でした。飲用に限らず、手洗いやシャワー等、生

活の用途に使用される中央式給湯水については上水と同様の管理が必要です。これに関

し、定期的な水質検査の実施及び残留塩素(温度)等の測定についての不適がありました。 

 

ウ 排水管理(13.2%) 

平成 20 年度と比べ不適率が約 4.1%増加しました。 

指摘事項としては、排水槽の清掃回数の不足及び排水設備の点検不備が多くみられま

した。 

 

エ ねずみ等の防除(1.0%) 

平成 20 年度に比べ、不適率は 1.9％減少しました。テナント専用部(店舗や事務室)に

おける点検の未実施が多くみられました。 

 

オ 雑用水(18.5%) 

平成 20 年度に比べ不適率は 0.7％減少しました。雑用水については、平成 15 年の政

省令の改正で残留塩素濃度等の水質検査が義務付けられました。工業用水や下水処理水

(再生水)などを利用している場合も、末端水栓での水質検査等を実施する必要があるの

で注意してください。 
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(２) 設備の維持管理状況 

ア 空調管理 

  空調管理で不適があったビルは検査施設の 16.2 %で、昨年度の結果(11.5%)と比べ

ると 4.7%増加しています。主な内容は図 4 に示すとおりです。 

0.4

1.5

5.2

8.2

11.6

0 2 4 6 8 10 12 14

冷却塔の汚れ

空調機械室の清掃・管理

空調機設備の整備状況

居室の空気環境管理

グリースフィルタ等の清掃・管理

 

図 4 空調設備についての項目別不適率(%) 

 

(ア) グリースフィルタ等の清掃・管理(11.6%) 

  厨房設備内のグリル上部の排気口に取り付けられたフィルタ(グリースフィルタ)

の清掃が不十分であったビルについて不適としたものです。 

厨房設備の維持管理は各テナントが対応していることが多く、管理者がその状況

を常に把握することは難しい場合があります。しかし、グリースフィルタの清掃不

良は換気不良やダクト火災などビル全体の安全管理に支障をきたします。ビル管理

者は定期的に厨房を点検して管理状況を確認してください。 

 

(イ) 居室の空気環境管理(8.2%) 

空気環境測定の結果、管理基準値を著しく超過しているビル又は基準値以内の管

理ができていないビルについて不適としたものです。 

特に、二酸化炭素濃度が 1000ppm を超過したビル、あるいは暖房期に加湿不足

が著しいビルが見られました。基準に適合していない原因を究明し、改善措置を講

じる必要があります。 

 

(ウ) 空調機設備の整備状況(5.2%) 

空調機フィルタ・加湿装置・冷温水コイル・排水受けの汚れや、排水受けの排水

不良など、空調機を構成する設備の整備不良が見られました。 

 

 

- 75 -



  

イ 給水・給湯管理 

給水・給湯管理で指摘があったビルは検査施設の 48.4%で、昨年度(55.7%)に比べ、

7.3%の減少でした。主な内容は図 5 のとおりです。 

1.4

2.1

2.2

3.4

6.7

7.0

14.1
37.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

貯水槽周囲・ポンプ室の汚れ等(高)

貯水槽容量・配管等の適正(受)

防虫網(受)

貯水槽周囲・ポンプ室の汚れ等(受)

吐水口空間(受)

吐水口空間(高)

給湯設備等の維持管理

逆流防止措置

 

図 5 給水設備についての項目別不適率(%) 

 

(ア) 逆流防止措置(37.2%) 

飲用系から給水される構造の水槽(消防用補助水槽、空調用膨張水槽等)において、

飲用系からの吐水口がオーバーブロー管よりも低い位置にあり、吐水口空間が確保

されていないことによる不適が多くみられました。また、自動灌水装置について、

逆流防止措置が講じられていない例もありました。 

 

(イ) 給湯設備等の維持管理(14.1%) 

中央式の給湯設備について、末端給水栓で残留塩素濃度又は温度が基準値以上を

確保できていないビルが、多く見られました。 

 

(ウ) 吐水口・排水口空間の確保(受水槽 6.7% 高置水槽 7.0%) 

飲用受水槽・高置水槽の吐水口空間が確保されておらず、さらには給水管が水没

してしまっているケースが多くみられました。 

 

(エ) 貯水槽周囲・ポンプ室の汚れ等(受水槽 3.4%・高置水槽 1.4%) 

貯水槽上部に汚染原因となる配管がある、あるいは貯水槽室が物置化していて点

検・整備上支障があるなどの不適がありました。また水槽外部がほこりやばいじん、

油などで著しく汚れている例もみられました。 

 

受：受水槽 

高：高置水槽 
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  ウ 雑用水  

雑用水の管理で不適があったビルは、検査したうちで雑用水設備のある施設の

31.5%で、20 年度の結果 (21.7%)に比べると 9.8%増加しています。不適内容は図 6

に示すとおりです。 

検水栓のない施設や給水末端で残留塩素濃度が基準値以上確保されていない施設

がみられました。給水末端で定期的に残留塩素濃度を測定し、その濃度に応じて適切

に塩素注入量を調整することが望まれます。 

1.8

0

32.3

0 5 10 15 20 25 30 35

修景設備の維持管理

使用用途・誤飲防止の表示

雑用水槽・塩素滅菌器等の整備

 
 

図 6 雑用水についての項目別不適率(%) 

 

エ 排水管理 

不適があったビルは検査施設の 33.3%で、昨年度の結果(24.9%)に比べ 8.4%減少し

ています。主な不適内容は図 7 に示すとおりです。 

0.5

4.7

19.9

42.9

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

槽の点検・清掃が困難

管の詰まり・漏れ・悪臭等

悪臭・浮遊物等の発生

グリース阻集器の設置

グリース阻集器の悪臭・浮遊物の状況

 

 
図 7 排水管理についての項目別不適率(%) 

 

(ア) グリース阻集器の悪臭・浮遊物の状況(42.9%) 

清掃頻度の不足による不適がみられます。グリース阻集器は日常の管理として

「建築物における排水槽等の構造及び維持管理に関する指導要綱 (ビルピット対策
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指導要綱) 」に基づいて、網カゴに入った厨芥類及び浮いている油脂類を使用日ご

とに除去し、底に溜まった沈殿物の除去や槽全体の清掃は週に 1回以上実施してく

ださい。 

(イ) グリース阻集器の設置・整備状況(19.9%) 

厨房にグリース阻集器が設置されていない施設は油脂類を直接下水道管に流す

ことになります。悪臭や水質汚濁の原因となるだけでなく、ビルの排水管が詰まる

原因ともなります。保守点検等が容易に行える位置に、3 槽式以上の適正な構造・

容量のグリース阻集器を設置してください。また、グリース阻集器の上に物が置か

れているケースがみられました。グリース阻集器の上に物が置かれていると清掃が

困難となり、管理状態が悪化してしまう可能性があります。油脂類の捕集が十分に

行なわれるよう適切な維持管理を実施してください。 

 

オ 清掃等 

清掃、廃棄物等の保管で不適があったビルは、検査施設の2.2%でした。主な不

適内容は図8に示すとおりです。 

生ゴミ容器の蓋の欠如や廃棄物保管場所にダンボールを敷いている例がみられまし

た。これらは衛生害虫の発生源や生息場所となりやすいので、日常の維持管理を適

切に行ってください。 

専用の廃棄物･再利用物保管場所を持たず、駐車場などに廃棄物等を集積している

ビルは、衛生面のみならず防火・防犯や美観上も問題です。このようなビルは、早急

に廃棄物･再利用物の保管場所を設置する必要があります。 

0.2

0.7

1.3

0 0.5 1 1.5 2

清掃状況

清掃用具の整備・保管

廃棄物等の保管状況

 

 

図 8 清掃・廃棄物保管についての項目別不適率(%) 
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カ ねすみ・昆虫等の防除 

ねずみ・昆虫等の防除で不適があったビルは、検査施設の 16.4%でした。主な不適

内容は図 9 に示すとおりです。 

1.5

3.8

12.4

0 2 4 6 8 10 12 14

ねずみ・昆虫等の生息状況

食料品・厨芥類等の保管状況

防虫・防そ構造

 

 

図 9 ねずみ・昆虫等の防除についての項目別不適率(%) 

 

(ア) 防虫・防そ構造(12.4%) 

廃棄物集積場所での不適が目立ちました。構造が不十分である場合、ねずみや昆

虫等の侵入及び繁殖を招きます。廃棄物･再利用物保管場所は必ず密閉区画にし、

ガラリ、排水口などの開口部には、防虫網を整備してください。また、保管物の早

期処分及び施設内外の十分な清掃に努めてください。 

 

(イ) ねずみ・昆虫等の生息状況(1.5%) 

排水槽からのチョウバエ、コバエ、カ等の発生による不適がありました。汚水槽、

雑排水槽等の管理が不十分であることが原因です。浮遊物(スカム)を長時間貯めな

いようにするなど、日常の維持管理を適切に行い昆虫等の発生防止に努めてくださ

い。 
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(３) 空気環境測定の結果 

立入検査で実施した空気環境測定における項目別不適率は図 10 に示すとおりです。 

空気環境の管理基準に定められている項目の中で、不適率の高い項目は相対湿度

(33.5%)及び二酸化炭素濃度(33.2%)です。 

0.4

3.1

33.2

33.5

0

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

浮遊粉じん

一酸化炭素

気流

温度

二酸化炭素

相対湿度

 

図 10 空気環境測定についての項目別不適率(%) 

 

ア 相対湿度 

暖房期(12～3 月)に限れば 52.8%の不適率となっており、冬期に特に高い傾向があり

ます。実際の温度条件(室温、給気温度等)で加湿装置の能力を空気線図等で再評価し、

必要に応じて加湿装置の更新も検討しなければなりません。また、加湿装置の整備・清

掃を適切に行うことで、加湿能力を最大限に引き出すことも必要です。 

 

イ 二酸化炭素濃度 

不適原因の多くは居室内の人員数に応じた外気導入が、行われていないことにありま

す。二酸化炭素濃度が管理基準値を超過しているビルでは、外気導入量の調査や居室内

人員についての過密度調査を行うなど、基準値超過の原因を追求し、改善に努めてくだ

さい。 
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４ 帳簿書類及び設備の維持管理状況(多摩地区) 

 

平成 21 年度に実施した立入検査における帳簿書類及び設備管理状況に関する不適率は

図 11 に示すとおりです。 

12.0

2.6

6.5

6.1

30.3

9.2

35.7

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

アスベスト

ねずみ・昆虫等の防除

清掃・廃棄物等の管理

排水管理

雑用水

給水・給湯管理

空調管理

帳簿書類

 

図 11 帳簿書類・設備についての不適率(%) 

 

(１) 備付け帳簿書類の整備状況 

備付け帳簿書類の不備について不適のあったビルは、立入検査を実施した全施設の

35.7％でした。項目別にみた主な不適内容を図 12 に示します。 

1.3

12.5

6.1

7.1

1.3

8.2

9.6

23.4

5.2

0 5 10 15 20 25

図面類

アスベスト

雑用水

ねずみ等の防除

清掃等

排水管理

給水管理

空調管理

年間管理計画

 

図 12 帳簿書類等についての項目別不適率(%) 
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ア 空調管理(23.4%) 

空気環境が不適であったときにその改善計画を立てていないビルが多く、これに関

しての不適が最も高い割合でした。次いで多かったのが空気環境測定の結果が基準値

を超えていることについての不適でした。 

 

イ 給水・給湯管理(9.6%) 

給湯管理についての不適が高い割合でした。飲用に限らず、手洗いやシャワー等、

生活の用途に使用される中央式給湯水については上水と同様の管理が必要です。これ

に関し、定期的な水質検査の実施及び残留塩素(温度)等の測定についての不適があり

ました。 

 

ウ 排水管理(8.2％) 

指摘事項としては、排水槽の清掃回数の不足及び排水設備の点検不備が多くみられ

ました。 

   

エ ねずみ等の防除(7.1％) 

点検を実施していないことについての指摘が多くみられました。特に、テナント専

用部(店舗や事務室)における点検の未実施が多くみられました。 

 

オ 雑用水(6.1%) 

雑用水については、平成 15 年の政省令の改正で残留塩素濃度等の水質検査が義務

付けられました。工業用水や下水処理水(再生水)などを利用している場合も、末端給

水栓での水質検査等を実施する必要があるので注意してください。 
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(２) 設備の維持管理状況 

ア 空調管理 

空調管理で不適があったビルは検査施設の 9.2%でした。主な内容は図 13 に示すと

おりです。 

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

2.1

2.7

5.1

0 1 2 3 4 5 6

従業員控室・便所等局所の換気

吹出口・還気口の汚れ・障害物

ダンパー・自動制御の汚れ・不良

空調機械室の清掃・管理

外気取入口への影響

空調機設備の整備状況

居室の空気環境管理

グリースフィルタ等の清掃・管理

 
図 13 空調設備についての項目別不適率(%) 

 

(ア) グリースフィルタ等の清掃・管理(5.1%) 

厨房設備内のグリル上部の排気口に取り付けられたフィルタ(グリースフィルタ)

の清掃が不十分であったビルについて不適としたものです。 

厨房設備の維持管理は各テナントが対応していることが多く、管理者がその状況

を常に把握することは難しい場合があります。しかし、グリースフィルタの清掃不

良は換気不良やダクト火災などビル全体の安全管理に支障をきたします。ビル管理

者は定期的に厨房を点検して管理状況を確認してください。 

 

(イ) 居室の空気環境管理(2.7%) 

空気環境測定の結果、管理基準値を著しく超過しているビル又は基準値以内の管

理ができていないビルについて不適としたものです。 

特に、二酸化炭素濃度が 1000ppm を超過したビル、あるいは暖房期に加湿不足

が著しいビルが見られました。基準に適合していない原因を究明し、改善措置を講

じる必要があります。 

 

(ウ) 空調機設備の整備状況(2.1%) 

空調機フィルタ・加湿装置・冷温水コイル・排水受けの汚れや、排水受けの排水

不良など、空調機を構成する設備の整備不良が見られました。 
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イ 給水・給湯管理 

給水・給湯管理で指摘があったビルは検査施設の 30.3%でした。主な内容は図 14

のとおりです。 

1.5

2.3

3.8

3.8

3.9

6.4

7.9

16.8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

貯水槽周囲・ポンプ室の汚れ等(受)

マンホールの位置・防水・施錠等(受)

吐水口空間・排水口空間(高)

防虫網(高)

防虫網(受)

給湯設備の維持管理

吐水口空間・排水口空間(受)

逆流防止措置

 

図 14 給水設備についての項目別不適率(%) 

(ア) 逆流防止措置(16.8%) 

飲用系から給水される構造の水槽(消防用補助水槽、空調用膨張水槽等)において、

飲用系からの吐水口がオーバーブロー管よりも低い位置にあり、吐水口空間が確保

されていないことによる不適が多くみられました。また、自動灌水装置について、

逆流防止措置が講じられていない例もありました。 

 

(イ) 吐水口・排水口空間の確保(受水槽 7.9% 高置水槽 3.8%) 

飲用受水槽・高置水槽の吐水口空間が確保されておらず、さらには給水管が水没

してしまっているケースが多くみられました。 

 

(ウ) 給湯設備等の維持管理(6.4%) 

中央式の給湯設備について、末端給水栓で残留塩素濃度又は温度が基準値以上を

確保できていないビルが多く見られました。 

 

(エ) 防虫網(受水槽 3.9%・高置水槽 3.8%) 

  通気管やオーバーブロー管に防虫網を設置していないビルに対しての指摘です。

特に、屋外に設置されている受水槽や屋上に設置されている高置水槽に多くみられ

ました。 

 

   (オ) 貯水槽周囲・ポンプ室の汚れ等(受水槽 1.5%) 

貯水槽上部に汚染原因となる配管がある、あるいは貯水槽室が物置化していて点

検・整備上支障があるなどの不適がありました。 

受：受水槽 

高：高置水槽 
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ウ 雑用水 

雑用水の管理で不適があったビルは、検査したうちで雑用水設備のある施設の 6.1%

でした。不適内容は図 15 に示すとおりです。 

0

1.7

4.8

0 1 2 3 4 5 6

修景設備の維持管理

雑用水槽・塩素滅菌器等の整備

使用用途・誤飲防止の表示等

 
図 15 雑用水についての項目別不適率(%) 

 

エ 排水管理 

不適があったビルは検査施設の 6.5%でした。主な不適内容は図 16 に示すとおりで

す。 
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1.1

1.3

2.3

7.7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

管の詰まり・漏れ・悪臭等

悪臭・浮遊物の発生

グリース阻集器の設置

槽の点検・清掃が困難

グリース阻集器の悪臭・浮遊物の状況

 
図 16 排水管理についての項目別不適率(%) 

 

(ア) グリース阻集器の悪臭・浮遊物の状況(7.7%) 

清掃頻度の不足による不適がみられます。グリース阻集器は日常の管理として

「建築物における排水槽等の構造及び維持管理に関する指導要綱 (ビルピット対策

指導要綱) 」に基づいて、網カゴに入った厨芥類及び浮いている油脂分を使用日ご

とに除去し、底に溜まった沈殿物の除去や槽全体の清掃は週に 1 回以上実施してく

ださい。 

    

(イ) 槽の点検・清掃が困難(2.3%) 

    排水槽の上に物が乗っているなど、点検時に支障があることについての不適があ

りました。 
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(ウ) グリース阻集器の設置・整備状況(1.3％) 

厨房にグリース阻集器が設置されていない施設は油脂類を直接下水道管に流す

ことになります。悪臭や水質汚濁の原因となるだけでなく、ビルの排水管が詰まる

原因ともなります。保守点検等が容易に行える位置に、3 槽式以上の適正な構造・

容量のグリース阻集器を設置してください。また、グリース阻集器の上に物が置か

れているケースがみられました。グリース阻集器の上に物が置かれていると清掃が

困難となり、管理状態が悪化してしまう可能性があります。油脂類の捕集が十分に

行なわれるよう適切な維持管理を実施してください。 

 

オ 清掃・廃棄物等の保管 

清掃・廃棄物等の保管で不適があったビルは、検査施設の2.6%でした。主な不

適内容は図17に示すとおりです。 

0

0

1.4

1.4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

清掃状況

清掃用具の整備・保管

廃棄物等の保管状況

廃棄物等の保管場所

 

図 17 清掃・廃棄物保管についての項目別不適率(%) 

 

カ ねずみ・昆虫等の防除 

ねずみ・昆虫等の防除で不適があったビルは、検査施設の 12.0%でした。主な不適

内容は図 18 に示すとおりです。 

0.9

4.0

8.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

食料品・厨芥類等の保管状況

ねずみ・昆虫等の生息状況

防虫・防そ構造

 

図 18 ねずみ・昆虫等の防除についての項目別不適率(%) 

 

(ア) 防虫・防そ構造(8.0%) 

廃棄物集積場所での不適が目立ちました。構造が不十分である場合、ねずみや昆
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虫等の侵入及び繁殖を招きます。廃棄物･再利用物保管場所は必ず密閉区画にし、

ガラリ、排水口などの開口部には、防虫網を整備してください。また、保管物の早

期処分及び施設内外の十分な清掃に努めてください。 

 

(イ) ねずみ・昆虫等の生息状況(4.0%) 

排水槽からのチョウバエ、コバエ、カ等の発生による不適がありました。汚水槽、

雑排水槽等の管理が不十分であることが原因です。浮遊物(スカム)を長時間貯めな

いようにするなど、日常の維持管理を適切に行い昆虫等の発生防止に努めてくださ

い。 

 

(３) 空気環境測定の結果 

立入検査で実施した空気環境測定における項目別不適率は図 19 に示すとおりです。 

空気環境の管理基準に定められている項目の中で、不適率の高い項目は相対湿度

(38.6%)及び二酸化炭素濃度(25.2%)です。 

0.8

1.6

2.4

6.3

25.2

38.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

一酸化炭素

気流

浮遊粉じん

温度

二酸化炭素

相対湿度

 

図 19 空気環境測定についての項目別不適率(%) 

 

ア 相対湿度 

暖房期(12～3 月)に限れば 70.6%の不適率となっており、冬期に特に高い傾向があ

ります。実際の温度条件(室温、給気温度等)で加湿装置の能力を空気線図等で再評価

し、必要に応じて加湿装置の更新も検討しなければなりません。また、加湿装置の整

備・清掃を適切に行うことで、加湿能力を最大限に引き出すことも必要です。 

 

イ 二酸化炭素 

一般に、二酸化炭素濃度についての不適原因の多くは居室内の人員数に応じた外気

導入が、行われていないことにあります。二酸化炭素濃度が管理基準値を超過してい

るビルでは、外気導入量の調査や居室内人員についての過密度調査を行うなど、基準

値超過の原因を追求し、改善に努めてください。 
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第５章 

 

 

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について 



飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について 

 

（１）飲料水貯水槽等維持管理状況報告書 

東京都では、毎年､ビルの届出者から給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持

管理状況報告書」の提出を求めています。水道法に基づく簡易専用水道の検査については、

「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出及び東京都の立入検査をもって、受検した

ものとみなしています。 

（２）内容について 

人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用に水を供給する場合は、水道法の水質基準に

適合する水を供給することが規定されているため、給湯設備についても、貯湯槽の点検、

清掃等適切な維持管理を実施する必要があります。 

このため中央式の給湯設備等がある場合、その有無について記入します。 

また、毎月の点検や水質検査、清掃等を実施し記録を残してください。 

（３）報告について 

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書には、毎月の点検結果を記入するとともに、過去 1

年分の水質検査結果の写し及び 11 月分の残留塩素濃度等の記録を添付し、毎年 12 月にビ

ル衛生検査係又は所管の保健所へ報告してください。 

なお、建築物衛生法第 5 条第 4 項に該当する「もっぱら事務所の用途に供される特定建

築物」についても、平成 15 年度より報告が必要となっています。 

ア 報告書送付先 

(ア）特別区内の延べ面積が 10,000ｍ２を超える特定建築物及び島しょ地区のすべて 

の特定建築物 ⇒ビル衛生検査係（105 ページ） 

（イ） 特別区内の延べ面積が 10,000ｍ２以下の特定建築物 

⇒所管の特別区保健所（106 ページ） 

（ウ） 多摩地区内のすべての特定建築物 

⇒所管の保健所（107 ページ） 

イ 送付する書類 

（ア） 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書（様式は 92 ページ） 

     水槽ごとに報告する。 

（イ） 水質検査結果の写し 

前年の 12 月から報告年の 11 月までに至る 1 年間に実施した飲料水水質検査結

果について（防錆
せい

剤及び中央式給湯水の検査結果も含む）。 

（ウ） 残留塩素等の検査実施記録票の写し 

報告書提出月の前月である 11 月分のみ（中央式の給湯設備がある場合には、

その記録票も含む）。 

ウ 報告期日 

毎年 12 月 1 日から同月 15 日まで 

エ 郵送の方法 

延べ床面積が 10,000ｍ２を超える特定建築物及び島しょ部のすべての特定建築物は、

必ず普通郵便で郵送してください（都庁への送付は、書留、速達、翌日郵便等は不可）。 
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東京都知事       殿                            年   月   日 
 

                         届出者住所 
 

                         届出者氏名 

 

                                      法人にあっては、その名称、主たる 
                                   事務所の所在地、代表者の氏名 

 

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書 

 

 ビル名： 担当者 氏 名： 
 

 所在地：  電 話： 

 

１ 毎月点検（受水槽・高置水槽等）         受水槽有効容量： 

            点検月日 

項  目 

12 月 

日 

1 月

 日

 2月

 日

 3月

  日

 4月

  日

 5月

 日

6 月

 日

7 月 

 日 

8 月 

 日 

9 月 

 日 

10 月

 日

11月

 日

槽周囲・ポンプ室等の物置化、汚れ             

槽 壁 面 の 亀 裂 、 密 閉 状 況             

水 の 濁 り 、 油 類 、 異 物 等             

マ ン 

ホール 

施     錠             

破 損 、 防 水 、 さ び 等             

オーバーフロー管、通気管の防虫網             

その他 
ボールタップ、満減水装置             

ポ ン プ 、 バ ル ブ 類             

２ 貯水槽等の清掃及び水質検査 

             実施月 

項  目 
12 月 1 月  2 月  3月  4月  5月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月

貯 水 槽 等 の 清 掃 実 施 日 
            

水 質 検 査 実 施 日             

防 錆 剤 濃 度 検 査 実 施 日             

３ 年 2回点検（受水槽・高置水槽等）          ４ 飲用等の設備の有無 

           点検月日 

項  目 
月 日 月 日 設 備 の 種 類 有   無 

点検、清掃が容易で衛生的な場所か   中央式給湯設備
有（  系統） 

無 

槽 又 は 上 部 に 汚 染 の 原 因 

と な る 配 管 、 設 備 等 の 有 無 
  その他の設備

有（炊事用専用給水・浴用専用給水 

無           ・中央式冷水）

停 滞 水 

防止構造 

適 正 な 容 量    

連 通 管 の 位 置 、 

受水口と揚水口の位置 
  

マンホールの位置、大きさ、立ち上げ   

吐水口空間、排水口空間の確保   

飲 用 以 外 の 用 途 と の 兼 用 

又は設備からの逆流のおそれの有無 
 

 

ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン の 有 無   

 

（注１）１及び３については凡例を参考にいずれかの記号を、２については清掃等を実施した日付を記入し、４については、有又は無のいずれか 

に○を付けてください. 

（注２）水質検査の写し(1年間分)と、残留塩素等の測定実施記録票の写し(11 月分)を添付してください。 

凡  例 
○  良 
レ 不 備 
△ 不十分 
／ 設備無 

備考 

【送付先】

多摩地区に所在するビルの届出者の方 

 ビル所在地を所管する保健所あてに報告してください。 

特別区内(10,000 ㎡超)及び島しょに所在するビルの届出者の方 

〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎南塔 40 階 

健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課 

 ビル衛生検査第  班 

※ 特別区内に所在する延べ床面積 10,000 m2以下の施設

については所管の保健所あてに報告してください。 
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東京都知事       殿                            年   月   日 
 

                         届出者住所 
 

                         届出者氏名 

 

                                      法人にあっては、その名称、主たる 
                                   事務所の所在地、代表者の氏名 

 

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書 

 

 ビル名： 担当者 氏 名： 
 

 所在地：  電 話： 

 

１ 毎月点検（受水槽・高置水槽等）         受水槽有効容量： 

            点検月日 

項  目 

12 月 

日 

1 月

 日

 2月

 日

 3月

  日

 4月

  日

 5月

 日

6 月

 日

7 月 

 日 

8 月 

 日 

9 月 

 日 

10 月

 日

11月

 日

槽周囲・ポンプ室等の物置化、汚れ             

槽 壁 面 の 亀 裂 、 密 閉 状 況             

水 の 濁 り 、 油 類 、 異 物 等             

マ ン 

ホール 

施     錠             

破 損 、 防 水 、 さ び 等             

オーバーフロー管、通気管の防虫網             

その他 
ボールタップ、満減水装置             

ポ ン プ 、 バ ル ブ 類             

２ 貯水槽等の清掃及び水質検査 

             実施月 

項  目 
12 月 1 月  2 月

 3月
 4月  5月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月

貯 水 槽 等 の 清 掃 実 施 日 
            

水 質 検 査 実 施 日             

防 錆 剤 濃 度 検 査 実 施 日             

３ 年 2回点検（受水槽・高置水槽等）          ４ 飲用等の設備の有無 

           点検月日 

項  目 
月 日 月 日 設 備 の 種 類 有   無 

点検、清掃が容易で衛生的な場所か   中央式給湯設備
有（  系統） 

無 

槽 又 は 上 部 に 汚 染 の 原 因 

と な る 配 管 、 設 備 等 の 有 無 
  その他の設備

有（炊事用専用給水・浴用専用給水 

無           ・中央式冷水）

停 滞 水 

防止構造 

適 正 な 容 量    

連 通 管 の 位 置 、 

受水口と揚水口の位置 
  

マンホールの位置、大きさ、立ち上げ   

吐水口空間、排水口空間の確保   

飲 用 以 外 の 用 途 と の 兼 用 

又は設備からの逆流のおそれの有無 
 

 

ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン の 有 無   

 

（注１）１及び３については凡例を参考にいずれかの記号を、２については清掃等を実施した日付を記入し、４については、有又は無のいずれか 

に○を付けてください. 

（注２）水質検査の写し(1年間分)と、残留塩素等の測定実施記録票の写し(11 月分)を添付してください。 

凡  例 
○  良 
レ 不 備 
△ 不十分 
／ 設備無 

備考 

【送付先】

多摩地区に所在するビルの届出者の方 

 ビル所在地を所管する保健所あてに報告してください。 

特別区内(10,000 ㎡超)及び島しょに所在するビルの届出者の方 

〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎南塔 40 階 

健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課 

 ビル衛生検査第  班 

※ 特別区内に所在する延べ床面積 10,000 m2以下の施設

については所管の保健所あてに報告してください。 

中央式の給湯設備等も

含む（２、３も同様）。 

中央式の給湯設備等がある

場合のみ「有」に記入する。

・ 保健所に届出済の「建築物衛生

法上の届出者」です。 

・ 法人名・役職名・氏名を記入し

てください。

記入の留意点 
押印不要
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第６章 

 

 

ビル衛生管理に係るＱ＆Ａ 



ビル衛生管理に係るＱ＆Ａ 

 

１ 空調管理 

 

(１) 大規模改修後の空気環境測定について 

 Ｑ： 大規模な改修工事を行ったが、工事後 1 年間は空気環境測定を毎月 1 回実施す

る必要があるか。 

  Ａ： 法令上は毎月測定の義務はありませんが、空調設備等を更新した場合には、適

正に運転されているかを確認するため、しばらく毎月測定をすることが望まれま

す。ダクトの誤接合や OA ダンパ開度の誤設定などの不具合が見つかった事例が

あります。 

     なお、省令では建築基準法第 2 条に規定される大規模の修繕や大規模の模様替

え(建築確認の必要な修繕・模様替え)を行った場合、ホルムアルデヒドについて、

使用開始以後、最初に到来する 6 月 1 日から 9 月 30 日までの間に 1 回、特定用

途部分について各階ごとに 1 か所測定を行う必要があります。 

     しかし、ホルムアルデヒドは、建材だけでなく、什器から放散されることもあ

りますので、テナントの入退居等に伴う小規模の模様替えの際にも、測定を実施

することが望まれます。 

 

(２) 冷却塔・加湿装置への補給水の維持管理について 

Ｑ： 水道水を原水とした雑用系受水槽（補給水槽）から冷却塔及び加湿装置へ補給 

する場合、どのような維持管理が必要か。 

Ａ： 冷却塔及び加湿装置への供給水の維持管理について、法令では具体的に規定は

ありませんが、供給水として上水を使用する以上、給水末端の水質が水道法水質

基準に適合することが必要です。 

空調機管理の一環としてこれら供給水の維持管理については、次の事項を実施

することが望まれます。 

《冷却塔供給水》 

①補給水槽： 定期的に清掃を実施します。 

清掃方法は、飲料水受水槽の方法を準用することが望まれますが、

容量などを考慮し、実施可能な方法とします。 

②水質検査： 水道法第 4 条に規定する「一般細菌」「大腸菌」の項目を年 1 回

補給水槽からの管延長が最長の冷却塔補給水口で実施します。 

      また、レジオネラ属菌の検査を併せて実施することが望まれます。 

検査時期は、冷却塔使用開始時（通年使用の場合は 7 月から 8 月）

が望まれます。 

《加湿装置供給水》 

①補給水槽： 加湿装置使用前に年 1 回の定期清掃を実施します。 

清掃は、飲料水受水槽の方法を準用し、定期に実施することが望

まれますが、容量などを考慮し、実施可能な方法とします。 
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②水質検査： 補給水槽清掃後に水道法第 4 条に規定する「一般細菌」「大腸菌」

の項目を年 1 回補給水槽からの管延長が最長の加湿装置ノズル部

で実施します。（蒸気加湿の場合は実施不要） 

 

(３) 冷却塔を通年で使用している場合の冷却水管清掃について 

Ｑ： 電算機室用の冷却塔を通年運転しており、冷却水管清掃のために停止すること

ができない場合、定期清掃は実施しなくてよいか。 

Ａ： 「冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ 1 年以内ごとに 1 回、

定期に行うこと。」(第 3 条の 18 第 5 号)と規定されています。清掃方法について

具体的な規定はありませんが、平成 20 年 1 月の「建築物における維持管理マニ

ュアル」を参考にするよう指導しています。（厚生労働省のホームページに掲載。） 

電算機室用であっても定期清掃をしなくて良いという例外規定はありません。 

当該系統に 1 基の冷却塔しかない場合では、電算機室の冷房を確保するために

臨時で冷房設備を設置したり、負荷の少ない冬期に対応するなど、利用者と十分

な打合せを行った上で 1 年以内に 1 回の清掃を実施してください。 

将来的には定期清掃に支障のない設備に改修することも御検討ください。 

 

(４) 蒸気加湿器の清掃方法について 

 Ｑ： 加湿器の清掃を 1 年以内に 1 回実施することとなっているが、蒸気式加湿器の

場合にはどのような清掃が必要か。 

 Ａ： 通常の点検では、噴霧管などのスケール除去を実施するよう指導しています。 

    省令による年 1 回の清掃は、構造による制約もありますが、蒸発槽を取り外し、

槽内の水を捨て、内部に清水を流し込んで洗浄します。 

また、加湿水の給水口のストレーナについても目詰まりを防ぐため異物やスケ

ールを除去するよう指導しています。 

 

(５) 天井埋設型空調機が多数ある場合の点検について 

Ｑ： 多数の天井埋設型空調機が設置されている場合、どのような頻度で点検すれば

よいか。 

Ａ： 省令に設置場所や設置数による例外規定はないので、原則として、全ての空調

機に対して点検・清掃が必要となりますが、現実的な問題として不可能な場合も

あります。 

設置台数が非常に多く、点検口の位置や設置状況などから点検が困難な場合に

は、運転状況が同じような空調機をグループ化し点検するなど、便宜的な方法で

対応してください。 

なお、これらの点検記録は、備え付け帳簿として保管してください。 
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２ 給水・給湯管理 

 

(１) 給湯設備の維持管理について 

Ｑ： 給湯設備がある場合、どのような維持管理を行うのか。 

Ａ： 中央式給湯設備（機械室等に加熱装置を設け、配管で必要な場所に給湯するも

の、貯湯槽がない場合で循環しているものや、場合によっては、循環式でなく一

方通行のものも含まれます。）と貯湯槽の維持管理が、混同されているようです

が、中央式給湯設備に限って、飲料水と同等の水質検査を実施するよう規定され

ています。中央式ではない設備にはその規定がありません。 

中央式、局所式に限らず貯湯槽を有している場合には、飲用貯水槽と同様の清

掃・点検を実施するよう規定されています。レジオネラ属菌等による汚染防止の

観点から適切な維持管理が求められています。 

 

(２) 循環式給湯を冬期のみ使用している場合について 

 Ｑ： 循環式給湯設備を、冬期のみ使用している場合、水質検査は必要か。 

 Ａ： 使用前にストレージタンクの清掃とフラッシング（高温殺菌又は配管等の化学

洗浄等をいう）及び水質検査を実施するとともに、15 項目の検査を給湯の使用期

間中である、概ね 1 月から 3 月までの間に行ってください。 

    一方、加熱装置を停止している場合であっても、給水栓より飲料水が供給され

る場合は、通常の飲料水と同等の検査が必要になります。 

 

(３) 温水洗浄便座の使用水の維持管理について 

 Ｑ： 上水を原水とする雑用水を、温水洗浄便座に使用する場合、どのような維持管

理が必要か。 

 Ａ： 温水洗浄便座の使用水は、省令第 3 条の 19 に規定する人の生活の用に供する

水となるので、水道法第 4 条に規定する水質基準に適合している必要があります。

上水を使用しても雑用水系統となっていれば、飲料水と同等の管理を行うよう指

導しています。 

    なお、飲料水としての水質が確保されない水は、温水洗浄便座に使用できない

とも言えることから、使用水は飲料水に限定されます。 

 

３ 雑用水管理 

 

(１)  原水にし尿を含む雑用水の用途について 

Ｑ： 原水にし尿を含む雑用水は、どのような用途に使用できるか。 

Ａ： トイレ洗浄水にのみ、使用することができます。ただし、人に接触するおそれ

のない使用用途の場合には使用できるとして、現在、使用可能としているものは、

土中配管を用いた植栽への散水（トリクル散水）及び物理的に隔壁の設けられた

場所での修景水への使用のみとなっています。 

し尿を含む原水を処理した再生水を雑用水として使用する場合は、散水、修景、
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清掃に使用することはできません。当然、冷却塔補給水、加湿水にも使用できま

せんので、直ちに水道水への切り替えをしてください。 

 

(２) 地区循環・広域循環・工水等を雑用水に使用している場合について 

Ｑ： 地区循環・広域循環・工水等を雑用水に使用している場合、どのような水質管

理をしなくてはならないか。 

Ａ： 供給元で水質管理していても、貯水槽に受水してからは、ビル側での水質管理

が必要となるので、雑用水の水質保持のために必要な措置（塩素滅菌器の設置、

水質検査等）を講じる必要があります。 

 

(３) 雑用水の水質検査用検水栓の設置について 

Ｑ： 雑用水の給水末端へは、水質検査のため検水栓を設置しなくてはならないか。 

Ａ： 雑用水の給水末端に誤飲防止措置を講じた検水栓を別個に設置するよう指導し

ています。 

省令改正以前は、雑用系高置水槽の排水用ドレンでの採水をお願いしていたこ

とがありますが、現在では給水末端での水質を確認する規定となっているため、

雑用水槽から最も遠い給水末端に検水栓を設置する必要があります。 

その際、停滞水を排除するために排水設備も併せて設置してください。 

 

４ 排水管理 

  

(１)  排水槽の清掃について 

Ｑ： 排水槽の清掃は、どの程度実施すればよいか。 

Ａ： 法令上は年 2 回以上の清掃が規定されていますが、都ではビルピット要綱によ

る年 3 回以上の清掃を指導しています。 

特に、汚水槽や合併槽、厨房排水が流入する雑排水槽などは負荷が高いので、

定期点検の状況から判断し、年3回の清掃でも臭気や害虫の発生が顕著な場合は、

さらに、清掃回数を増やし、適切な維持管理を実施してください。 

 

(２) グリース阻集器の清掃について 

Ｑ： グリース阻集器の清掃は、どのくらいの頻度で行うのか。 

Ａ：  網カゴ内の捕集物と阻集器に溜まったスカム及び油脂類は使用日ごとに除去し、

阻集器内部の清掃や汚泥の除去は少なくとも 7 日ごとに 1 回実施してください。 

ビル管理者は、各テナント等が管理するグリース阻集器の清掃状況についても、

定期的に点検を行い、テナントが実施した点検記録を確認するなど、管理状況に

ついて把握してください。 

 

(３) グリース阻集器へのばっ気装置の設置について 

  Ｑ： グリース阻集器にばっ気装置を取り付けたいが、法的な規制があるか。 

  Ａ： ばっ気装置等の設置について、法令等による規制はありません。 
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     しかし、社団法人空気調和・衛生工学会では、「油脂分を分離する菌等と阻集グ

リースや堆積残渣の接触時間が短すぎて油脂分を分解する菌等による阻集グリ

ースや残渣の分解は期待できないこと、さらに、ばっ気装置によって槽内が撹拌

され阻集グリースや堆積残渣が流出すること等から、使用は不適切」としている

情報を提供しています。 

     グリース阻集器の役割は、排水中の油脂を浮かせて分離することなので、ばっ

気装置を使用することにより、グリース阻集器内で油脂が浮くのを妨げたり、分

離した油脂を撹拌したりすると、油脂を排水管に流してしまうことになるため、

東京都では、立入検査の際、ばっ気装置を営業中に運転している施設には、グリ

ース阻集器の機能が阻害されるため運転しないよう指導しています。 

     なお、グリース阻集器に排水が流入しない時間帯であれば、ばっ気装置の使用

には支障がないので、油脂の流出のない営業時間終了後のみ運転し、グリース阻

集器の清掃を適切に実施してください。 

 

５ ねずみ等の防除 

 

(１)  ねずみ・昆虫等の点検について 

Ｑ： ねずみ･昆虫等の生息状況等の点検頻度に規定はあるのか。 

Ａ： 東京都では、指導基準として生息状況等の点検を毎月 1 回実施することとして

いるので、特定建築物内の生息状況を専用、共用の別なく把握してください。 

点検については、必ずしも専門業者に委託する必要はなく、施設管理の担当者

等が館内巡回などの際に実施・記録しても支障ありません。 

また、十分な環境対策により、ねずみ等の発生及び侵入の防止が図られ、毎月

の生息状況等の点検の結果、ねずみ昆虫等の生息が認められなければ、薬剤散布

による駆除を行なう必要はありません。 

 

６ その他 

 

(１) ビル管理技術者の兼任について 

Ｑ： ビル管理技術者の複数の特定建築物での兼任は、どのような条件で可能となる

のか。 

Ａ： ビル管理技術者については、法律施行規則第 5 条第 1 項に明記されているとお

り、ビルごとに選任しなければならないという原則は変わっていません。 

ただし、一定の条件のもとで 3棟まで、特例的に兼任が認められることはあり

ます。その条件としては「職務遂行に支障がないこと」、「統一的管理性が確保さ

れていること」、の 2点です。   

「職務遂行に支障がないこと」というのは、具体的には、ビル相互の距離が近

いことや、兼務するビルの合計面積が概ね 5万㎡程度であることなどが目安とな

ります。 

ただし、立入検査の結果、指導事項があるビルや管理技術者がビルの設備等に
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ついて把握できていないような場合は、職務遂行に支障が無いとは言えませんの

で、兼任は困難です。 

「統一的管理性が確保されていること」とは、ビルの所有者や維持管理権原者

が同一で、空調・給排水設備やビルの用途等が同一であることなどがあげられま

す。 

学校については、学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園、小・中・高等学

校、大学、養護学校等）の場合は、棟数の制限はありませんが、「職務遂行に支

障がないこと」、かつ「統一的管理性が確保されていること」の他に同一敷地又

は近接する敷地内にある建築物であることが兼任の要件になります。 

新規ビルについては、管理技術者がビルの設備等を十分に把握するためには相

当の時間が必要となり、「職務遂行に支障が無いこと」とは言えないと考えられ

ますので、原則、兼任は認めていません。 

また、108 ページに記載している都道府県知事の登録を受けている登録業者の

監督者等との兼任も認めていませんのでご注意ください。 

なお、特別区所管のビルの兼任については、各区保健所の建築物衛生法所管部

署にご相談ください。 

 

(２) テナント部分の維持管理について 

Ｑ： 区分所有部分（テナント部分）の維持管理に関して、ビル管理技術者はどこま

で把握する必要があるのか。 

Ａ： 建築物衛生法の趣旨は、ビル全体の維持管理を前提としており、一部の専用フ

ロアーや居室についても、建築物環境衛生管理基準が適用されます。 

ビル管理者が、区分所有部分の維持管理を総合的に実施できない場合には、区

分所有者から維持管理に関する記録などの資料提出を受け、ビル全体の把握に努

めてください。 

本来、建築物全体を統一的に管理することが原則ですので、建築物の維持管理

権原が分割され、統一的管理が事実上できない場合には、届出者及び維持管理権

原者にある者全てを届出し、管理区分ごとにそれぞれ管理技術者を選任する必要

があります。 
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資   料 



１ ビル衛生検査係担当地区 

 

 

 

 

                           平成 22 年 4 月 1 日現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

○東京都健康安全研究センター広域監視部 

建築物監視指導課ビル衛生検査係（第 1～4 班）  

  新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 都庁第一本庁舎南塔 40 階  

  電話 03(5320)5988（直通） ﾌｧｸｼﾐﾘ 03(5388)1505 

○建築物監視指導課ホームページ 

（届出様式、管理記録票（例）等がダウンロードできます。） 

    http://www.tokyo-eiken.go.jp/kenchiku/index.htm  

 （主な掲載内容） 

・ 建築物衛生法関連の情報 

・ 各種届出様式 

・ 管理記録票（様式例） 

・ 特定建築物に関わる衛生情報、統計資料 

・ 建築物衛生法に基づく事業登録業者営業所一覧 

  

 

担当班名（内線番号） 担 当 区 域 

建
築

物
監

視
指

導
課

 
ビ

ル
衛

生
検

査
係

 

ビル衛生検査第 1 班  

（34‐255） 

千代田区・大田区・目黒区 

島しょ地区 

ビル衛生検査第 2 班  

(34‐252) 
港 区・品川区・世田谷区 

ビル衛生検査第 3 班  

(34‐253) 

中央区・文京区・台東区・墨田区 

江東区・葛飾区・江戸川区 

ビル衛生検査第 4 班  

(34‐254) 

新宿区・渋谷区・中野区・杉並区 

豊島区・北 区・荒川区・板橋区 

練馬区・足立区 

東京都福祉保健局  

健康安全室環境水道課  

東京都健康安全研究センター  

広域監視部建築物監視指導課  

平成 19 年 4 月 1 日 
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２ 建築物衛生法担当窓口 

特別区所管保健所                               平成 22年９月現在 

区 名 担 当 窓 口 電話番号 郵便番号 所 在 地 

千代田区 千代田保健所 生 活 衛 生 課 環境衛生 5211-8166 102-0073 九段北 1-2-14 

中 央 区 中央区保健所 生 活 衛 生 課 環境衛生係 3541-5938 104-0044 明石町 12-1 

港  区 み な と保健所 生 活 衛 生 課 生活衛生相談係 5114-3004 106-8515 六本木 5-16-45 

新 宿 区 新 宿 区保健所 衛 生 課 環境衛生第 1､2 係 5273-3845 160-0022 新宿 5-18-21 

文 京 区 文 京 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生担当 5803-1227 112-8555 
春日 1-16-21 

（文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ内）

台 東 区 台 東 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生･生活班 3847-9437 110-0015 東上野 4-22-8 

墨 田 区 墨田区保健所 生 活 衛 生 課 生活環境係 5608-6939 130-8640 
吾妻橋 1-23-20 

（区役所５階） 

江 東 区 江東区 保 健所 生 活 衛 生 課 環境衛生係 3647-5862 135-0016 東陽 2-1-1 

品 川 区 品川区 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生担当 5742-9138 140-8715 
広町 2-1-36 

（区役所本庁舎 7階）

目 黒 区 目黒区 保 健 所 生 活 衛 生 課 住まいの衛生係 5722-9500 153-8573 
上目黒 2-19-15 

（総合庁舎内） 

大 田 区 大 田区保 健 所 生 活 衛 生 課 営業指導担当 5764-0693 143-0015 
大森西 1-12-1 

（大森地域庁舎 4階）

世田谷区 世 田 谷保健所 生 活 保 健 課 環境衛生第２係 5432-2905 154-8504 
世田谷 4-22-35 

(区役所第 2庁舎 1階)

渋 谷 区 渋 谷 区保健所 生 活 衛 生 課 環境衛生係 3463-2287 150-8010 
宇田川町 1-1 

（区役所５階） 

中 野 区 中野区保健所 生活衛生分野  3382-6663 164-0001 中野 2-17-4 

杉 並 区 杉 並 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生担当 3391-1991 167-0051 荻窪 5-20-1 

豊 島 区 池 袋 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生担当 3987-4176 170-0013 東池袋 1-20-9 

北  区 北 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生 3919-0376 114-0001 東十条 2-7-3 

荒 川 区 荒川区保健所 生 活 衛 生 課 環境衛生係 
3802-3111

内 426 
116-8502 

荒川 2-11-1 

(区役所北庁舎 1階) 

板 橋 区 板橋区保健所  生活衛生課 建築物衛生グループ 3579-2335 173-0014 大山東町 32-15 

練 馬 区 練 馬 区保健所 生 活 衛 生 課 環境衛生監視担当係 5984-2485 176-8501 豊玉北 6-12-1 

足 立 区 足 立 保 健 所 生 活 衛 生 課 生活衛生係 3880-5374 120-0011 中央本町 1-5-3 

葛 飾 区 葛 飾 区保健所 生 活 衛 生 課 環境衛生担当係 3607-4142 125-0042 
金町 4-18-19 

（金町保健ｾﾝﾀｰ内） 

江戸川区 江戸 川保健所 生 活 衛 生 課 環境衛生第 1､2 係 
3658-3177

内 41,42 
133-0052 

東小岩 3-23-3 

（小岩健康ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ内）
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東京都福祉保健局所管保健所 

名  称 担当窓口 電話番号 郵便番号 所 在 地 担当市町村名 

西 多 摩 保 健 所 

生活環境 

安全課 

 

環境衛生 

第 2 係 

0428(22)6141 198-0042 青梅市東青梅 5-19-6 

青梅市、福生市 

羽村市、瑞穂町 

奥多摩町 

あきる野市 

日の出町、檜原村 

南 多 摩 保 健 所 
生活環境 

安全課 

 

環境衛生係 

 

042(371)7661 206-0025 多摩市永山 2-1-5 
日野市、多摩市 

稲城市 

町 田 保 健 所 042(722)0621 194-0021 町田市中町 2-13-3 町田市 

多 摩 立 川 保 健 所 

生活環境 

安全課 

 

環境衛生 

第 2 係 

042(524)5171 190-0023 立川市柴崎町 2-21-19 

立川市、昭島市 

国分寺市、国立市 

東大和市 

武蔵村山市 

多 摩 府 中 保 健 所 042(362)2334 183-0045 府中市美好町 2-51-1 

府中市、小金井市 

調布市、狛江市 

武蔵野市、三鷹市 

多 摩 小 平 保 健 所 042(450)3111 187-0002 小平市花小金井 1-31-24 

小平市、西東京市 

東村山市、清瀬

市、東久留米市 

島しょ 

保健所 

大 島 出 張 所 

生活環境係 

04992(2)1436 100-0101 
大島町元町字馬の背

275-4 

大島町、新島村 

利島村、神津島村 

三 宅 出 張 所 04994(2)0181 100-1102 三宅村伊豆 1004 三宅村、御蔵島村 

八 丈 出 張 所 04996(2)1291 100-1511 八丈町三根 2(仮設庁舎) 八丈町、青ヶ島村 

小笠原出張所 04998(2)2951 100-2101 小笠原村父島字清瀬 小笠原村 

 

市所管保健所 

 

八 王 子 市 保 健 所 

 

生活衛生課 

環境衛生 

担当 

042(645)5111 192-0083 八王子市旭町 13-18 八王子市 
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３ 登録制度 

(１）登録制度とは 

ビルの維持管理業務には、専門的な知識・技能が必要となることから、ビルの清掃、

空気環境測定、水質検査、貯水槽の清掃、ねずみ・昆虫等の防除などは、専門業者に委

託して行うことが多くなっています。 

こうした専門業者は、建築物衛生法に基づいて営業所ごとに、所在地の都道府県知事

の登録を受けることができます。登録されたものを登録業者（登録営業所）と呼びます。 

 

(２）登録営業所とは 

  ア 業務内容により次のような業種があります。 

業   種 業 務 の 内 容 

建 築 物 清 掃 業 

建築物における床等の清掃を行う事業 

（建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を

行う事業は含まない。） 

建 築 物 空 気 環 境 測 定 業 

建築物における空気環境 

（浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素

の含有率、温度、相対湿度、気流）の測定を行う事業

建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 

建 築 物 飲 料 水 水 質 検 査 業 

建築物における飲料水について、厚生労働省令に基づ

く方法により水質検査を行う事業 

建築物飲料水貯水槽清掃業 

受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を

行う事業 

建 築 物 排 水 管 清 掃 業 建築物の排水管の清掃を行う事業 

建築物ねずみ昆虫等防除業 

建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態

を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 

建築物環境衛生総合管理業 

建築物における清掃、空気環境の測定、残留塩素等の

検査並びに空気調和設備、給水設備、排水設備等の運

転、日常的な点検及び補修を併せ行う事業 

 

  イ 登録業者以外の者が、同様の業務を行うことは制限されませんが、登録を受けず

に登録を受けた旨の表示又はこれに類する表示をすることは禁止されています。 

  ウ 機械器具その他の設備（物的要件）、事業に従事する者の資格（人的要件）及び作

業の方法等に関する基準（その他の要件）が、厚生労働省令で定められています。 
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エ 都道府県の職員による立入検査を受けています。 

オ 建築物維持管理権原者に対し、必要事項を記入した作業報告書を提出するよう、

指導を受けています。 

 

(３）登録証明書について 

登録営業所には、登録番号、有効期間（6 年間）等が記載された登録証明書が交付さ

れています。 

登録番号と有効期間の例（建築物飲料水貯水槽清掃業の場合） 

 例 1 例 2 例 3 

登録番号 東京都 59 貯第○○○号 東京都 22 貯第○○○号 東京都 13 貯第○○○号

有効期間 
平成 17 年 10 月 2 日から 

平成 23 年 10 月 1 日まで 

平成 22 年 9 月 28 日から

平成 28 年 9 月 27 日まで

平成 13 年 10 月 2 日から 

平成 19 年 10 月 1 日まで 

説 明 

昭和 59 年に初めて登録

を受けて、その後登録を

重ねている営業所です。

平成 22 年に初めて登録

した営業所です。 

新たな登録を受けてい

ない場合は、登録営業所

ではありません。 

 

(４）登録営業所の数（平成 22年 3月 31日現在） 

業   種 件 数 

建 築 物 清 掃 業 439  

建 築 物 空 気 環 境 測 定 業 186  

建 築 物 空 気 調 和 用 ダ ク ト 清 掃 業 23  

建 築 物 飲 料 水 水 質 検 査 業 58  

建 築 物 飲 料 水 貯 水 槽 清 掃 業 1,001  

建 築 物 排 水 管 清 掃 業 162  

建 築 物 ね ず み 昆 虫 等 防 除 業 330  

建 築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業 362  

計 2,561  

 

(５）登録営業所の一覧 

東京都のホームページで御覧になれます。 

（Googleまたは yahooで「建築物衛生のページ」を検索） 

URL http://www.tokyo-eiken.go.jp/kenchiku/touroku/list.html 

 

(６）登録制度に関する問い合わせ先 

東京都健康安全研究センター 広域監視部 建築物監視指導課 建築物衛生係 

（都庁第一本庁舎南塔 40 階  電話 03-5320-4392 ダイヤルイン） 
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４ 変更（廃止）届出用紙、各種記録用紙（例） 

 

建築物衛生法第 5 条第 3 項の規定による変更（廃止）の届出用紙及び立入検査票、各種

記録用紙（例）を掲載しましたので、ご活用ください。 

 

                                （ページ） 

・特定建築物変更（廃止）届      ・・・・・・・・・・・・・・  111 

・年間管理計画表（例）      ・・・・・・・・・・・・・・・・ 113 

・空調設備年間管理記録票（例）   ・・・・・・・・・・・・・・・ 114 

・残留塩素等検査実施記録票（例）   ・・・・・・・・・・・・・・ 115 

・雑用水槽点検記録票（例）     ・・・・・・・・・・・・・・・ 116 

・雑用水残留塩素等検査実施記録票（例） ・・・・・・・・・・・・・ 117 

・排水槽等点検記録票（例）     ・・・・・・・・・・・・・・・ 118 

・グリーストラップの適正管理     ・・・・・・・・・・・・・・ 119 

・グリース阻集器清掃点検記録（例）  ・・・・・・・・・・・・・・ 120 

・清掃実施計画表（例）       ・・・・・・・・・・・・・・・ 121 

・ねずみ等点検・防除記録表（例）   ・・・・・・・・・・・・・・・ 123 

・ねずみ・害虫等の調査報告書（防除実施者記入用）（IPM）  ・・・・ 125 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

    ・特定建築物変更（廃止）届 

    ・飲料水貯水槽等維持管理状況報告書（旧 給水設備自主点検記録票） 

    ・立入検査指導事項措置報告書     

    ・各種点検記録等の様式例 

 

は、東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課の 

ホームページからもダウンロードできます。ご利用ください。 

《建築物衛生のページ》 

http://www.tokyo-eiken.go.jp/kenchiku/index.htm  
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第２号様式（第３条関係） 

                               年  月  日 

東京都知事      殿 

                 届出者住所 

                 氏   名 

                 電   話    （    ） 
 

                     法人にあっては、その名称、主たる事務所 
                      の所在地及び代表者の氏名 

 

特 定 建 築 物 変 更（ 廃 止 ）届 

下記のとおり変更(廃止)したので建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５

条第３項の規定により届け出ます。 

                   記 

１ 特定建築物の名称 

 

２ 特定建築物の所在場所 

 

３ 特定建築物の用途 

４ 変更事項 

      旧 

 

      新 

５ 変更（廃止）年月日           年   月   日 

 

６ 変更（廃止）理由 

（添付書類） 

 (1) 構造設備の変更の場合は、その説明図 

  (2)  建築物環境衛生管理技術者の変更に当たっては、免状本証及びその写し 

  (3) 権原を有する者の変更に当たっては、それを証する書類 
 

建築物監視指導課受付 保健所経由印 保健所収受印 
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第２号様式（第３条関係） 

                               年  月  日 

東京都知事      殿 

                 届出者住所 

                 氏   名 

                 電   話    （    ） 
 

                     法人にあっては、その名称、主たる事務所 
                      の所在地及び代表者の氏名 

 

特 定 建 築 物 変 更（ 廃 止 ）届 

下記のとおり変更(廃止)したので建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５

条第３項の規定により届け出ます。 

                   記 

１ 特定建築物の名称 

 

２ 特定建築物の所在場所 

 

３ 特定建築物の用途 

４ 変更事項 

      旧 

 

      新 

５ 変更（廃止）年月日           年   月   日 

 

６ 変更（廃止）理由 

（添付書類） 

 (1) 構造設備の変更の場合は、その説明図 

  (2)  建築物環境衛生管理技術者の変更に当たっては、免状本証及びその写し 

  (3) 権原を有する者の変更に当たっては、それを証する書類 
 

建築物監視指導課受付 保健所経由印 保健所収受印 

  

変更時は、変更後（現在）

の届出者を記入する。 

押印は不要です。

記入の留意点 

複数の変更事項がある場合は、

列挙する。内容が多い場合は別

紙に記載してもよい。 

建築物環境衛生管理技術者の変更時は、管理技術者の住所

も記入する。また、兼務の有無、兼務場所の名称と住所を

記入する。 

建築物環境衛生管理技術者の変更時は、

免状(原本)を持参すること。 

契約書等の写しを添付すること
変更届は、所在地の保健所に 2部（控え

が必要な場合は 3部）ご提出ください。

 



 

年間管理計画表（    年度） (例) 

年  月  日作成 

 維 持 管 理 項 目 頻 度 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 備 考 

空

調

設

備 

空調機内外の点検・整備 定期             告示 

排水受けの点検(清掃) 1回/1月             規則 

加湿装置の点検・整備 1回/1月             規則 

加湿装置の清掃 1回/1年             規則 

冷却塔・冷却水水管の清掃 1回/1年             規則 

冷却塔の点検・整備 1回/1月             規則 

空気環境測定 1回/2月            規則 

粉じん計較正 1 回/年            要領 

給

水

設

備 

貯
水

槽
(
貯

湯
槽

含
む

)
設

備
 

受水槽･高置水槽清掃 1回/1年             規則 

給水設備点検・整備 1回/1月             指導 

貯湯槽内の撹拌・排出 定期             告示 

水 

質 

検 

査 

 

15(10)項目 1回/6月             

規

則

 

消毒副生成物 1 回/年             6～9 月

有機化学物質 1回/3年             
地下水

全項目 50項目 使用前             

遊離残留塩素等 毎日             指導 

配

管 

管損傷・水漏れ等点検 定期             告示 

汚水等逆流、吸入点検 定期             告示 

防錆剤の水質検査 1回/2月             告示 

雑

用

水 

雑用水槽の点検・清掃 定期             告示 

水
質
 

pH・臭気・外観・遊離残留塩素 1回/7日             規則 

濁度・大腸菌 1回/2月             規則 

排

水

設

備 

汚水槽・雑排水槽の清掃 1回/4月             指導 

排水槽等の点検 1回/1月             指導 

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟの点検･清掃 使用日毎             指導 

浄化槽の清掃 1回/6月             浄化槽法等

ね

生息状況調査等 1回/1月             指導 

清

掃 

日常清掃 毎日             規則 

大掃除 1回/6月             規則 

清掃機械･器具点検 定期             告示 

ア

吹付けアスベストの点検 定期             指導 

 

規則：建築物衛生法施行規則(省令) 

告示：厚生労働省告示第１１９号 

要領：建築物環境衛生維持管理要領 
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空気調和機等設備点検記録票（例） 

年   月 

点 検 項 目 

 

１
～

３
階

系
統

外
調

機
 

４
・５

階
系

統
外

調
機

 

１
階

東
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

１
階

西
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

２
階

東
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

２
階

西
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

３
階

東
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

３
階

西
系

統
Ｐ

Ａ
Ｃ

 

４
階

東
系

統
Ｆ

Ｃ
 

４
階

西
系

統
Ｆ

Ｃ
 

５
階

東
系

統
Ｆ

Ｃ
 

５
階

西
系

統
Ｆ

Ｃ
 

空
調

用
Ｃ

Ｔ
 

各
階

排
気

設
備

 

１
階

厨
房

排
気

設
備

 

排水受けの点検・清掃（法定 1/月） 1/月             ／ ／ ／

加湿材・ｴﾘﾐﾈｰﾀ・ｽﾌﾟﾚｰﾉｽﾞﾙ等の点検

（法定 使用期間中 1/月） 
1/月   ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

加湿装置の清掃（法定 1/年） 1/年   ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

加湿用貯水槽の清掃 使用前   ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

冷却水槽（水の汚れ・ｽﾗｲﾑ等）、散水装

置、充てん材、ｴﾘﾐﾈｰﾀ・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・送風

機等の点検（法定 使用期間中 1/月） 

1/月 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  ／ ／

冷却塔集水槽の清掃 4/年 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  ／ ／

冷却塔・冷却水管の清掃（法定 1/年） 1/年 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  ／ ／

エアフィルタ等の汚れ状況の点検 1/月             ／ ／ ／

コイルの汚れ状況の点検 1/月             ／ ／ ／

送風機・排風機の運転状態 1/月             ／  ／

ダンパーの作動状況 1/月             ／ ／ ／

吹出・吸込口周辺の清掃 1/年             ／  ／

自動制御装置の調整・点検 4/年               ／

設定温湿度と室内温湿度の差 1/月             ／ ／ ／

隔測温湿度計の検出部の状況 1/月             ／ ／ ／

ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀ、ﾌｰドの汚れ状況の点検ﾞ 1/月 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  

※外調機の加湿装置は気化式、 冷却塔は直交流・開放型 記入例  ○：良  レ：不良  △：不十分  ／：設備無 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の項目を参考に各ビルの空調システムに合わせ記録票を作成してください。 

頻度

機

器

名
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    残留塩素等検査実施記録票 (例) 

飲料水・給湯水 

 

 

ビル名  

実施月  年  月分 

点 検 日 時 

検 査 者 

検査場所（           ） 

備 考※ 
日 曜日 時 刻 

遊 離 

残留塩素 
色 濁り 臭い 味 

１  ：        

２  ：        

３  ：        

４  ：        

５  ：        

６  ：        

７  ：        

８  ：        

９  ：        

10  ：        

11  ：        

12  ：        

13  ：        

14  ：        

15  ：        

16  ：        

17  ：        

18  ：        

19  ：        

20  ：        

21  ：        

22  ：        

23  ：        

24  ：        

25  ：        

26  ：        

27  ：        

28  ：        

29  ：        

30  ：        

31  ：        

実施方法：（DPD 法・      ） ※必要に応じて給湯水の温度を記入 
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雑用水槽点検記録票 (例) 
 

 

 

点検（受水槽・高置水槽・副受水槽等）    受水槽有効容量：         年 作成 

            点検月日 

項  目 
月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

水槽内面の損傷、劣化等の状況  
            

水漏れ、外壁の損傷、さび、腐食 
            

マ ン ホ ー ル 密 閉 状 況 
            

オーバーフロー管、水抜管の防虫網 
            

ボールタップ、満減水警報装置 
            

塩 素 滅 菌 器 の 機 能 等 
            

給水ポンプの揚水量、作動状況 
            

配管 

管 、 バ ル ブ の 損 傷  
            

さ び 、 腐 食  
            

スライム・スケールの付着  
            

吐水口空間の保持状況  
            

貯 水 槽 清 掃 実 施 日 
            

水 質 検 査 実 施 日 
            

備考： 

 

凡  例 

 

○  良 

レ 不 備  

△ 不十分 

／ 設備無 
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点 検 日 時 検 査 者 検査場所＊（          ） 備  考 

日 曜日 時 刻  遊 離 
残留塩素 

pH 値 臭 気 外 観  

１  ：       

２  ： 

      

３  ： 

      

４  ： 

      

５  ： 

      

６  ： 

      

７  ： 

      

８  ： 

      

９  ： 

      

10  ： 

      

11  ： 

      

12  ： 

      

13  ： 

      

14  ： 

      

15  ： 

      

16  ： 

      

17  ： 

      

18  ： 

      

19  ： 

      

20  ： 

      

21  ： 

      

22  ： 

      

23  ： 

      

24  ： 

      

25  ： 

      

26  ： 

      

27  ： 

      

28  ： 

      

29  ： 

      

30  ： 

      

31  ： 

      

＊原則として末端給水栓とするが、ない場合は使用場所に最も近い貯水槽の出口付近とする。 

 濁度・大腸菌については、別途に１回／2月ごと検査を実施する（使用用途が水洗便所の場合は大腸菌のみ）。 

    年   月分 
雑 用 水 残 留 塩 素 等 検 査 実 施 記 録 票（例） 
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排 水 槽 等 点 検 記 録 票 (例) 

 

年 作成 

点検項目      点検月日 
月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

排
 
 
水
 
 
槽
 

浮遊物及び沈殿物の状況             

壁面等損傷、亀裂及び錆の
発生状況 

            

マンホールの密閉状況             

害 虫 の 発 生 状 況             

悪 臭 の 有 無             

付
 
 
帯
 
 
設
 
 
備
 

満 減 水 警 報 装 置             

フ ロ ー ト ス イ ッ チ             

電 極 式 制 御 装 置             

タ イ マ ー             

排 水 ポ ン プ             

フ ー ト 弁             

排 水 管 及 び 通 気 管             

防 虫 網             

グ リ ー ス 阻 集 器             

ト ラ ッ プ             

曝 気 装 置             

撹 拌 装 置             

排 水 用 補 助 ポ ン プ             

 排 水 槽 清 掃 実 施 日             

 

備 考  記入例 

 ○ 良 △ 不十分 

 

設備無 

    

 レ 不良  
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グ
リ
ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
の

適
正

管
理

 

          

    

調
理
場
か
ら
の
排
水
に
は
多
量
の
油
分
が
含
ま
れ
て
い
て
、

 

そ
の
ま
ま
流
す
と
排
水
管
が
詰
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
グ
リ

ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
適
正
に
機
能
さ
せ
て
排
水
中
の
油
分
を
上
手

に
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

 

５
 
ト
ラ
ッ
プ
管
に
注
意

 

ト
ラ
ッ
プ
管
に
強
い
衝
撃
を

与
え
る
と
破
損
す
る
こ
と
が
あ

る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

１
槽
目
の
受
カ
ゴ
は
野

菜
ク
ズ
な
ど
の
ゴ
ミ
を
取

る
た
め
の
も
の
で
す
。
他

の
用
途
に
は
使
用
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

 

少
な
く
と
も

1
日

1
回

は
取
り
外
し
て
清
掃
し
て

く
だ
さ
い
。

 

２
 
沈
殿
物
の
清
掃
は
週
に
１
回
以
上

 

底
に
た
ま
っ
た
沈
殿
物
は
週
に

1
回
は
す

く
い
上
げ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

 

１
 

受
カ

ゴ
内

と
浮

い
た

油
は

毎
日

ま
た
、
排
水
中
の
油
分

（
グ
リ
ー
ス
）
は
、

2
槽

目
以
降
に
浮
い
て
た
ま
る

の
で
、
毎
日
す
く
い
上
げ

て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

 

 

 

ス
ラ
イ
ド
板

 

３
 
ス
ラ
イ
ド
板
は
正
し
く
差
し
込
む

 

ス
ラ
イ
ド
板
は
把
手
が
つ
い
て
い
る
部
分
を
上
に

し
て
確
実
に
差
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
正
し
く
差
し
込

ま
な
か
っ
た
り
、
通
常
の
使
用
時
に
外
し
て
い
る
と
、

グ
リ
ー
ス
が
効
率
良
く
取
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 

 

４
 
キ
ャ
ッ
プ
を
外
さ
な
い

 

ト
ラ
ッ
プ
管
に
付
い
て
い
る
キ

ャ
ッ
プ
は
臭
気
止
め
な
の
で
、
清

掃
時
以
外
は
取
り
外
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
。

 

東
京

都
健
康

健
康
安

全
研
究

セ
ン
タ

ー
 

広
域

監
視
部

建
築
物

監
視
指

導
課
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グリース阻集器清掃点検記録（例） 

平成    年   月 

店舗名（          ）          

 

日 曜日 清掃した時間 清掃者 備考 日 曜日 清掃した時間 清掃者 備考 

１     16     

２     17     

３     18     

４     19     

５     20     

６     21     

７     22     

８     23     

９     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     

     31     

 

【グリーストラップの清掃頻度】 

 

   厨房排水流入 

 

 

1 槽目の受カゴ 

毎日清掃 

2 槽目以降に浮いたグリース 

毎日すくい上げる 
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ねずみ等点検・防除記録表 (例) 

年 作成 

点検項目      点検月日 
月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

ね

ず

み

等

の

発

生

・

生

息

状

況 

各

階 

事 務 室             

給 湯 室             

ト イ レ             

厨

房 

食 品 保 管 場 所             

グ リ ー ス ト ラ ッ プ             

排

水

槽 

汚 水 槽             

雑 排 水 槽             

湧 水 槽             

雨 水 槽             

廃 棄 物 の 保 管 場 所             

リ サ イ ク ル 室             

防 虫 設 備             
防
除
 
※
 

全 館             

重 点             

効 果 判 定             

 

備 考  記入例 (生息状況) 

 ○ 良好  少数 

(5 匹以下) 

非該当 

    

  多数  

 

※防除の詳細は別紙参照 

上記の項目を参考に、各ビルの現状に合わせた点検表を作成してください 
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ねずみ等点検・防除記録表 (記入例) 

２２年 作成 

点検項目      点検月日 
４月

１日

５月 

１日 

６月

１日

７月 

１日 

８月

１日

９月 

１日 

10月

１日

11月

１日 

12月

１日 

１月 

１日 

２月 

１日 

３月

１日

ね

ず

み

等

の

発

生

・

生

息

状

況 

各

階 

事 務 室 ○ ○ ＋ ○ ＋ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

給 湯 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ト イ レ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

厨

房 

食 品 保 管 場 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

グ リ ー ス ト ラ ッ プ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ○ ○ ○ ○ ○ 

排

水

槽 

汚 水 槽 ○ ＋＋ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

雑 排 水 槽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

湧 水 槽 ○ ＋＋ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

雨 水 槽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

廃 棄 物 の 保 管 場 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

リ サ イ ク ル 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

防 虫 設 備 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
防
除
 
※
 

全 館     1        

重 点  1           

効 果 判 定  16   15        

 

備 考 

4/1：グリース阻集器に多数のゴキブリ発生有り。日常清掃を励行する。 

5/1：廃棄物置き場の給気口防虫網破損→6/5 修繕。 

5/1：汚水槽、湧水槽にチョウバエ発生有り。重点防除実施。 

8/1：2 階～10 階事務室内でゴキブリ発生確認。全館防除実施。 

 記入例 (生息状況) 

 ○ 良好  少数 

(5 匹以下) 

非該当 

    

  多数  

 

※防除の詳細は別紙参照 

上記の項目を参考に、各ビルの現状に合わせた点検表を作成してください 
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建築物環境衛生管理基準 

建築物衛生法第4条に基づく「建築物環境衛生管理基準」は、下表のとおりです。 
 なお、東京都では地域特性を踏まえ、独自の「指導基準」等を設けています。 

 

 実   施   回   数   等 

施行規則（厚生労働省令）等 東京都の指導等 

空 

調 

管 

理 

空気環境の測定 

２月以内ごとに１回、各階で測定 

（ホルムアルデヒドについては、建築等

を行った場合、使用開始日以降最初の

６月～９月の間に１回） 

 

浮遊粉じん測定器 １年以内ごとに１回の較正  

冷却塔･加湿装置･ 

空調排水受けの 

点検等 

使用開始時及び使用開始後１月以内ごと

に１回点検し、必要に応じ清掃等を実施 
 

冷却塔･冷却水管･ 

加湿装置の清掃 
１年以内ごとに１回実施  

給
水
･給

湯
管
理
（
飲
用
・
炊
事
用
・
浴
用
等
） 

貯水（湯）槽の清掃 １年以内ごとに１回実施  

水質検査 

①６月以内ごと実施 

 (１５項目、１０項目） 

②毎年６～９月に実施 

 (消毒副生成物１２項目） 

③地下水等使用施設： 

 ３年以内ごと実施 

 (有機化学物質等７項目) 

 

給水・給湯系統別に実施する。 

「
飲
料
水
貯
水
槽
等
維
持
管
理
状
況
報

告
書
」
に
よ
り
毎
年
報
告
を
行
う
。
 

残留塩素等の測定 ７日以内ごとに１回実施 
給水は毎日、給水系統別に実施す

る（給湯は７日以内ごとに１回）。 

防錆
せい

剤の水質検査 ２月以内ごとに１回実施  

雑
用
水
の
水
質
管
理
 

散水･修景･清掃の用に

供する雑用水の検査 

７日以内ごとに１回実施 

  pH･臭気･外観･残留塩素 

２月以内ごとに１回実施 

  大腸菌･濁度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水洗便所の用に供する

雑用水の検査 

７日以内ごとに１回実施 

  pH･臭気･外観･残留塩素 

２月以内ごとに１回実施 

  大腸菌 

排水管理 
排水槽等の清掃は、６月以内ごとに 

１回実施 

排水槽の清掃は、年３回以上実施する。 

グリース阻集器は使用日ごとに捕集物・油

脂を除去し、７日以内ごとに１回清掃を行

う。 

清掃および廃棄物処理 
日常清掃のほか、６月以内ごとに 

１回、大掃除を定期に統一的に実施 
 

ねずみ等の点検・防除 

６月以内ごとに１回（特に発生しやすい

場所については２月以内ごとに１回）、定

期に統一的に調査し、当該結果に基づき

必要な措置を講ずる。 

生息状況等の点検を毎月１回実施し、その

状況に応じた適切な防除を実施する。 
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６ 特定建築物立入検査（調査）指導票 

 

特 定 建 築 物 立 入 
検 査 

調 査 
指 導 票 

 は次のとおりです。 

  平成  年  月  日 

 

検

査

施 

設 

名 称 
 

整 理 番 号 
 

所 在 地 
 
延べ建築面積 ㎡ 

届 出 者 
 特定用途部分 

の 延 べ 面 積 
㎡ 

建築物環境衛生 

管 理 技 術 者 

 
主な特定用途 

 

検 査 (調 査 )年 月 日      年  月  日から      年  月  日まで 

検

査

者 

 

立

会

者 

 

 

 

 

(連絡先：電話番号             ） 

  

 

〔指導事項〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の指導事項に対する措置報告書を    年  月  日までに、下記に提出してください。 

                      

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 
第 11 条第 1項 

第 13 条第 2項 
に基づく立入 

検査 

調査 
結果 

東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課 

                 東京都○○○保健所 
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１ 帳簿書類等の審査結果 

項目 № 検 査 項 目 判定  項目 № 検 査 項 目 判定 

理
計
画
 

年
間
管
 

１ 

 

年間管理計画(環境衛生上の維持

管理計画)を作成し、業務の進行

管理を行っていること。 

 

 

雑 

用 

水 

17 

雑用水に関する設備の点検・清掃

等を適切に行っていること。 

 (原水:                     ) 

 (用途:                     ) 

 

空 

 

 

調 

 

 

管 

 

 

理 

 

 

２ 
空気環境を定期的に測定してい

ること。 
 

18 
雑用水の水質検査を定期的に実

施している。 
 

３ 
空気環境の測定方法が適切であ

ること。(回数・場所・測定器等) 
 

排
 
水
 
管
 
理
 

19 
排水設備を定期的に清掃してい

ること。 
 

４ 

空気環境が基準に適合している

こと。(温度・湿度・気流・ＣＯ・

ＣＯ2・粉じん・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ) 

 20 
排水設備の清掃方法が適切であ

ること。 
 

５ 
空気環境が常に不適な場所につ

いては改善の計画があること。 
 21 

排水槽及びポンプ、満減水警報装

置・グリ-ス阻集器等の附帯設備

を定期的に点検していること。 

 

６ 

フィルタ･冷温水コイル･排水受

け･加湿減湿装置･送風機･自動制

御装置等の点検･清掃等を行って

いること。 

 

 
清
掃
 22 

日常清掃・大掃除を実施している

こと。 
 

７ 
冷却塔・冷却水管の点検・清掃等

を適切に行っていること。 
 

ね
ず
み
等
の
防
除
 

23 
生息状況の点検を定期的に行っ

ていること。 
 

給
 
水
 
・
 
給
 
湯
 
管
 
理
 

８ 

貯水槽(受水槽・高置水

槽・貯湯槽等)を１年以内

ごとに１回、清掃してい

ること。 

給水 給湯 

24 
点検に基づき必要な措置が行わ

れていること。 
 

  

９ 
貯水槽の清掃方法が適切 

であること。 
  

吹ｱｽ 

付ｽﾄ 

けﾍﾞ 

25 
吹付けアスベストのある場合は、

点検を実施していること。 
 

10 
水質検査を定期的に実施 

していること。 
  

図 

 

面 

 

類 

26 
建築物の平面図及び断面図を整

備していること。 

 

 

11 

水質が基準に適合してい 

ること。 

(不適項目：     ) 

  

27 

設備の系統図等を整備している

こと(空調及び給排水の系統図・

貯水槽及び排水槽の詳細図・主要

な機器の型式、性能及び配置を示

す書類)。 

 

12 

 

給水栓における残留塩素 

･色･濁り･臭い･味につい

て検査していること。 

 

 
 

13 

給水栓における残留塩素 

･色･濁り･臭い･味につい

て基準に適合しているこ

と。 

 

 

 

 

 

14 

水質が不適であった場合 

の措置が適切であるこ

と。 

  

15 

 

貯水槽・ボールタップ・ 

満減水警報装置・給水ポ 

ンプ等の点検・整備を行 

っていること。 

   

16 

防錆剤を注入している場 

合は濃度を定期的に検査 

し、使用基準に適合して 

いること。 

  

判定欄のみかた  …完備・良好 レ …不備・不良 △ …一部不備・不十分 注 …要注意  …該当せず 
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２ 設備の点検結果 

 (1) 空調管理 

項目 № 検 査 項 目 判定 

外 

気 

取 

入 

口 

28 
排気口や冷却塔が、外気取入口に

悪影響を与えていないこと。 
 

29 
排気口や冷却塔が、隣接ビルの外
気取入口などに悪影響を与えて
いないこと。 

 

空 

 

気 

 

調 

 

和 

 

設 

 

備 

 

等 

30 
空調機周囲又は空調機械室内が
汚れていたり、物置化していない
こと。 

 

31 
空調機フィルタ・冷温水コイル・
送風機・加湿減湿装置等の維持管
理が良好であること。 

 

32 
ダンパ・自動制御装置等に、汚れ

や機能不良がないこと。 
 

33 
吹出口及び還気口に汚れや障害

物がないこと。 
 

34 
冷却塔の維持管理が良好である

こと。 
 

35 
従業員控室･便所･湯沸室･駐車場

等の換気状況が良好であること。 
 

36 
厨
ちゅう

房グリースフィルタ等が、著

しく汚れていないこと。 
 

そ 
の 
他 

37 
居室の空気環境等がおおむね良

好であること。 
 

 

項目 № 検 査 項 目 判定 

雑
 
用
 
水
 

48 

使用用途・誤飲防止の表示等が適

切であること。 

(原水:                       ) 

(用途:                       ) 

 

49 
雑用水槽・配管設備・塩素滅菌器

等の整備が良好であること。 
 

50 
修景水等の設備・水質等の維持管

理が良好であること。 

 

 

 

(3) 排水管理 

排 

水 

槽 

51 槽の点検・清掃が困難でないこと。  

52 
悪臭及び浮遊物等の発生が著しく

ないこと。 

 

 

附 

 

帯 

 

設 

 

備 

53 
排水管、トラップ等の詰まり・漏
れ・悪臭の発生・封水切れ・沈殿
物等が著しくないこと。 

 

54 
厨
ちゅう

房排水に対してグリース阻集
器が有効な場所に設置されている
こと。 

 

55 
グリース阻集器の詰まり・悪臭の
発生・沈殿物・浮遊物が著しくな
いこと。 

 

(4) 清掃等 

清 

 

掃 

56 
清掃用具類が整然と保管され破損

等がないこと 
 

57 清掃状況が良好であること。  

廃 

棄 

物 

等 

58 
廃棄物・再利用物の保管場所とそ
の附帯設備(洗浄・排水・換気)が
確保されていること。 

 

59 
廃棄物・再利用物の保管状況が良

好であること。 
 

(5) ねずみ等の防除 

ね
ず
み
等
 

60 
厨
ちゅう

房・食品庫・廃棄物保管場所等
は、ねずみ・昆虫等の出入を防ぐ
構造であること。 

 

61 
食料品・厨芥

ちゅうかい

類等の保管状況が良

好であること。 
 

62 

ねずみ・昆虫等生息状況 

  種 類    生息場所 

(      )(       ) 

(      )(       ) 

(      )(       ) 

 

(6) 吹付けアスベスト 

吹ｱｽ 

付ｽﾄ 

けﾍﾞ 

63 
吹付けアスベストが利用者等に危
険な状態で放置されていないこ
と。 

 

(2) 給水・給湯管理 

受 

水 

槽 

高 

置 
水 

槽 

貯 

 

水 

 

槽 

 

等 

38 
貯水槽の周囲・ポンプ室等に汚
れ・損傷及び付帯設備の異常が
ないこと。 

 

 

39 貯水槽内部に異常がないこと。  
 

40 
貯水槽の容量・配管等が適正で

水質が良好であること。 
 

 

41 
マンホールの位置・大きさ・立
ち上げ・防水・施錠等が良好で
あること。 

 

 

42 
吐水口空間・排水口空間が確保

されていること。 
 

 

43 
オーバーフロー管・通気管の防

虫網の整備が良好であること。 
 

 

44 
給湯設備等の維持管理が良好であ

ること。 

 

逆措 

流置 

防等 

止 

45 
飲用以外の設備(冷却塔・膨張水
槽・消防用水槽・雑用水槽等)から
の逆流のおそれがないこと。 

 

46 クロスコネクションがないこと 
 

防
錆
剤
 

47 
防錆剤等の注入方法・管理状況が良

好であること。 
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７ 排水槽の硫化水素発生防止対策 

 

(１) 排水の貯留時間を短くする 

貯留した排水を、硫化水素が発生する前に排除することで、硫化水素の発生を防ぎます。 

具体的には、次のような対策がありますが、排水調整槽の場合は、排水を一定時間以上貯

留すること自体を目的としているため、こうした対策を採用することは困難です。 

 

ア 排水ポンプの運転水位を調整する 

 排水ポンプの稼動水位および停

止水位を低く設定することで、排

水の貯留時間を短縮します。排水

の残留量をできるだけ少なくする

ため、排水ポンプの吸込み口はで

きるだけ低い位置に設置します。 

 

イ 排水ポンプをタイマー制御とする 

排水ポンプの稼動を水位制御の

みでなく、タイマー運転も併用す

ることで、最低水位をできるだけ

長時間維持します。 

 

ウ 吸込みピットを設ける 

 槽の内側をポンプに向かって底上げすることで、底部に吸込みピットを設けます。ポ

ンプアップ後の残留排水量を少なくするとともに、床面に傾斜を持たせることで、固形

物の排除が容易になります。ピットが設けられないときは、さらに低い水位まで排除で

きる補助ポンプを設置します。 

 

 

ポ

ン

プ 槽の底部
３０～４０㎝

ポンプ停止

 

 

槽底部に傾斜がないため、

ポンプアップ後の残留排水

量が多くなる 

槽の内側を底上げ

し、傾斜、ポンプピ

ットを設ける 

既設のポンプ停止水位

補助ポンプ停止水位
 

ポンプ停止水位

ポンプ稼動水位

概ね２時間貯留

タイマー運転を併用して

最低水位をできるだけ長

時間維持する

ポンプ稼動水位

ポンプ停止水位 概ね２時間貯留

- 131 -



 

(２) ばっ気・撹拌併設装置を設置する 

排水槽内にばっ気・撹拌併設装置を設置することで、排水中に空気を送り、嫌気性細菌

である硫酸塩還元細菌の活動を抑えます。ばっ気・撹拌併設装置の設置、運転に当たって

は、次の点に留意します。 

 

ア 排水槽の構造等に適したばっ気・撹拌併設装置を設置する 

ばっ気・撹拌併設装置には、いろいろな種類があります。排水に吹き込む空気の導入

方法や撹拌の方式等が異なるので、排水槽の形状や施工条件等を考慮しながら、最も適

した装置を選択します。 

 

イ 槽全体に空気が行き渡るようにする 

ばっ気・撹拌の効果が槽全体に行き渡るよ

う、装置の設置方法に配慮します。排水槽が

複数の区画に区切られている場合には、連通

孔でつながっていても、区画ごとに装置を設

置する必要があります。  

 

ウ 連続運転する 

装置の運転時間をできるだけ長くとります。

また、排水の貯留量が少なくなっても運転が

可能なように、散気管等をできるだけ低い位置に設置します。 

 

(３) スカムや汚泥を除去する 

多量の有機物が含まれているスカムや汚泥は、硫化水素の発生原因になります。また、

堆積したスカムや汚泥の内部が嫌気状態になると、硫化水素の生成域になるおそれもあり

ます。このため、定期清掃を実施して、スカムや汚泥を除去します。また、ばっ気・撹拌

併設装置を効果的に運転することで、スカムや汚泥の発生・堆積を防ぎます。 

 

(４) 流入排水の汚濁負荷を軽減する 

硫化水素の原因物質となる有機物等の汚濁負荷を軽減します。特に、厨房排水には油分

や厨芥類が多量に含まれているので、グリース阻集器等を適切に管理・活用して、流入排

水の汚濁物質をできるだけ除去します。 

常に貯留

排水

↓この水位でポンプ稼動

↓この水位でポンプ停止

↓この水位でポンプ稼動

↓この水位でポンプ停止 排水

常に貯留
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